
◆町・県民税（第４期）

◆国民健康保険税（第７期）
　※納税は便利な口座振替がおすすめです！

役場保健福祉課 ☎57-6112講師：新潟薬科大学　応用生命科学部　松本教授

健康づくりのための
ワンポイント
コラム

　健康な体は運動と食事から！今月は食

事について紹介します。

　教えてくれるのは新潟薬科大学応用生

命科学部の教授の松本 均先生です。

【寒い時にも、ビタミンB群】

松本教授

問

　最近、暑い夏の年が続きますが、冬は、十分寒いですね。
　以前このコーナーで、暑い夏や夏バテの時には、ビタミンB１を取りましょうという記
事で紹介しましたが、実は、寒い冬もこのビタミンB群（B1, B2, B6）の摂取がおすすめ
なんです。
　ヒトは、寒さを感じると、体内で熱を生産するために、糖や脂肪を燃やそうとします。
この糖や脂肪を燃やすときに必要な栄養素が、ビタミンB群なんです。特に豚肉は、ビタ
ミンB１が豊富なので、冬にもぜひ、食べていただきたい食品です。
　また、寒いと家にこもって、運動不足になりがちです。運動不足は、筋肉量の低下につ
ながり、筋肉が減少すると熱産生量が減ってしまうので、益々、寒く感じてしまいます。
　そのため筋肉を減らさないように、たんぱく質の摂取も重要です。お肉、お魚、卵、豆
腐や納豆などの豆類などは、たんぱく質もビタミンB群も豊富な食品なので積極的にと
りましょう。

ビタミンB群をとって寒い冬

も元気に過ごしましょう

　あけましておめでとうございます！今年も町の素敵な話題をたくさんお届けできるよう、精一杯努めて
まいります。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

〒959-1503　田上町大字原ヶ崎新田3070番地
田上町役場総務課   57-6222　メールアドレス　t2223@town.tagami.lg.jp

■たがみの彩時記　投稿記事あて先／皆さんからのご投稿記事
お待ちしています。

た
が
み
の
彩
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記

町 の 人 口（12月31日現在）

世帯数

（前月比）

人　口

（前月比）

人

世帯

スマホから広報紙をご覧いただけます！

★受付時間：午前9時～11時30分、午後1時～4時30分
★急患のみご利用ください。
★受診の際は、必ず電話で連絡をしてから来院ください。

今 月 の 納 税
休日当番医のお知らせ
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【マチイロで検索】

Android

iOS

日　に　ち 当番医院名 電話番号

２
月

１
月

みながわ整形外科

徳友医院

須田医院

星野内科医院

小池内科消化器科クリニック

吉田内科医院

わたなべ医院

にのみや内科クリニック

１１日（日）

１２日（月・祝）

１８日（日）

２５日（日）

１日（日）

８日（日）

１１日（水・祝）

１５日（日）

５３－３８７７

５３－０１６７

４１－５０２５

４１―４１４１

５３－３３５５

５７－７５１１

５３－３８５０

５７－０７７０

【編集後記】

澄

県央医師会応急診療所
診療科目：内科、小児科、外科、整形外科

（０２５６）
３２―０９０９

上記以外の土曜日午後・
休日・夜間（21：30まで）

20261
N
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　1月3日（土）に新潟テレビ21（UX）で放送された第 6回

「新潟ふるさとCM大賞」で、田上町の制作したCMがアイ

デア賞を受賞いたしました。

　CMは新潟テレビ21（UX）内で年間20本放送されます。

また、町 Youtube チャンネルなどで順次、紹介予定です。お

見掛けの際は、ぜひ温かい気持ちでご覧いただけますと幸

いです。

第6回「新潟ふるさとCM」大賞　アイデア賞をいただきました
2026
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　賀

　新

　年

第 30回みどりを愛す女性のつどいが開催されました。



　
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
や
か
な
新
春
を
お
迎
え
の

こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昨
年
も
全
国
各
地
で
大
き
な
災
害
の
発
生
し
た
一
年
で
あ
り
ま
し
た
。
つ
い
最
近
で
は
、
１２
月
８
日
に

青
森
県
で
６
強
と
か
な
り
強
い
地
震
も
発
生
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
各
地
で
連
日
ク
マ
の
被
害
が
報
道
さ
れ

る
と
い
う
、
か
つ
て
な
い
異
常
事
態
と
言
え
る
一
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
当
町
に
お
い
て
も
、
親
子
と
見
ら
れ
る
３
頭
の
ク
マ
が
中
学
校
の
近
く
で
目
撃
さ
れ
、
緊
張
が
走
り
ま
し

た
が
、
ほ
ど
な
く
猟
友
会
の
皆
さ
ん
の
お
陰
で
捕
獲
さ
れ
、
ほ
っ
と
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
今
年
は
、
そ
う
し
た

災
害
、
鳥
獣
害
の
無
い
一
年
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
ば
か
り
で
す
。

　
昨
年
も
一
年
間
、
「
誰
も
が
ず
っ
と
住
み
続
け
た
い
ま
ち
」
の
実
現
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
が
、

人
口
減
少
が
止
ま
り
ま
せ
ん
。
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
は
避
け
ら
れ
な
い
現
実
で
あ
る
こ
と
を
正
面
か
ら

受
け
止
め
つ
つ
、
そ
の
中
で
も
町
民
の
皆
様
の
満
足
度
が
向
上
す
る
よ
う
取
り
組
み
を
進
め
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　
令
和
７
年
度
は
、
20
代
、
30
代
の
若
い
人
達
か
ら
町
に
留
ま
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
日
頃
の
心
身
の
疲
れ

を
癒
し
、
負
担
感
軽
減
の
た
め
に
、
湯
田
上
温
泉
の
利
用
補
助
券
を
配
布
す
る
「
ほ
っ
と
一
息
応
援
事
業
」

や
、
乳
幼
児
の
親
子
を
対
象
に
竹
の
友
幼
児
園
の
遊
具
室
を
開
放
す
る
「
親
子
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
事
業
」
な
ど
を

制
度
化
し
、
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
中
で
、
あ
る
大
手
不
動
産
会
社
が
行
っ
た
住
み
心
地
ラ
ン
キ
ン
グ
で
、
2
年
連
続
で
3
位
、
ま
た
、

町
の
幸
福
度
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
9
位
か
ら
４
位
、
住
み
続
け
た
い
街
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
、
な
ん
と
10
位
か
ら

３
位
へ
飛
躍
的
に
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。

　
令
和
8
年
度
は
、
こ
う
し
た
良
い
流
れ
を
大
切
に
し
な
が
ら
「
住
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な

ま
ち
づ
く
り
」
に
、
職
員
共
々
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
終
わ
り
に
、
今
年
一
年
が
町
民
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、
明
る
い
幸
多
き
一
年
と
な
り
ま
す
よ
う
、
心
か
ら

祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
年
頭
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ田

上
町
長
　佐
野
恒
雄
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はい いいえ
Ｂ Ｃ

問い合わせ：役場町民課 税務係　☎57-6115

共
通 すべての方

申告内容によっては、下記以外の書類が必要になる場合があります。申告に必要なもの

フローチャートは一般的な例を示しています。判定結果

役場での申告期間は、2月16日（月）から3月16日（月）です。
確定申告や町民税・県民税申告の準備はお早めに！

・税務署から郵送された「確定申告のお知らせ」ハガキ等
・本人確認書類（運転免許証など）（原本）
・個人番号（マイナンバー）がわかるもの（原本）
※ご自分で作成した申告書を提出する時は、写し（コピー）を添付してください。

所得税の確定申告が
必要です。

所得税の確定申告書を提出すれば、町民税・県民税の申告は必要ありません。確定申告書「住民税・事業
税に関する事項」欄に該当する場合は必ず記入してください。

【問い合わせ】 三条税務署 ☎32-6211

令和８年１月１日現在、
田上町に住んでいましたか？

親族の税法上の扶養になっている 給与収入が2,000万円を超える

いいえ

はい

はい いいえ

田上町に町民税・県民税の申告をする必
要はありません。
１月１日に住んでいた市区町村へ相談し
てください。

町民税・県民税の申告
が必要です。

所得税が源泉徴収されていて、申告により所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。
【問い合わせ】 町民課税務係 ☎57-6115

確定申告、町民税・県
民税の申告は必要あ
りません。

ただし、所得税が源泉徴収されていて、申告により所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。

町民税・県民税の申告
が必要な場合があり
ます。

国民健康保険税の軽減措置、国民年金保険料の免除申請を受ける場合や所得に関する証明書が必要な
場合は町民税・県民税の申告が必要です。

社会保険料を支払った方 ・国民年金保険料や任意継続保険料の支払証明書、領収書 
※生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合も控除の対象にすることができます。

医療費等を支払った方
「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」、医療費通知　　　　

※生計を一にする親族の医療費を支払った場合も控除の対象にすることができます。
※医療費控除の明細書は必ず事前に作成してお持ちください。 

生命保険料や地震保険料等を支払った方 保険会社から発行された控除証明書 
※給与所得のある方で、年末調整で勤務先へ提出した場合は不要です。

ご自身や扶養親族が障がいをお持ちの方 本人や扶養親族の身体障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書等

収
入
関
係

各
種
控
除
の
証
明
と
な
る
も
の

給与・公的年金収入があった方 給与・公的年金の源泉徴収票 （添付は不要です。）

営業・農業・不動産収入があった方 収支内訳書や帳簿書類等 
※収支内訳書は必ず事前に作成してお持ちください。 

その他の収入があった方 支払通知書、支払調書など収入額が分かるものや必要経費が分かるもの

B

Ａ

Ｃ B
はい

はい

はい

はい

いいえ
Ａ

はい いいえ
Ａ

はい いいえ
いいえ

いいえ いいえ

B

はい いいえ

Ｃ Ｂ

はい いいえ

Ａ ＤＢ

Ａ Ｂ

C

D

スタート

令和７年中にどのような収入がありましたか？

扶養や医療費などの控除の追加がある 給与以外の所得がある 年金以外の所得が20万円を超える

給与以外の所得が20万円を超える勤務先から田上町に
「給与支払報告書」が

提出されている

収入なし 主に給与

年金収入が400万円を超える

年金以外の所得がある 扶養や医療費などの控除の追加がある

非課税所得のみ
（遺族年金、障害年金など）

はい いいえ

はい いいえ

Ａ

主に公的年金

所得金額が所得税の控除合計より大きい
はい いいえ

Ａ Ｂ

主に営業・農業・不動産

年末調整されていない給与収入
と給与以外の所得の合計が

20万円を超えている

勤務先は1か所だけで年末調整を
している（複数あっても年末

調整で合算している場合は
「はい」へ）

チャートを参考に
確認してください。

あなたは申告が必要？

（注）土、日及び祝日は除きます。

問い合わせ：三条税務署　☎32-6211（自動音声が流れますので「０」番を選択してください。）

令和７年分の所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します

確定申告には、ご自宅からスマホ・パソコンで
　ご利用いただけるｅ－Ｔａｘ・スマホ申告が便利です

～三条税務署からのお知らせ～

期　間（注） 申 告 会 場

２月16日（月）～３月16日（月）

受付：午前8時30分～午後4時

燕三条地場産業振興センター

リサーチコア６階

（三条市須頃１丁目17番地）

国税庁L I N E公式アカウント

確定申告会場での相談は国税庁LINE公式アカウントによる

オンライン事前予約をお願いします。

　確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード読取対応のス

マホを利用して、スマホやパソコンからｅ－Ｔａｘで申告書を提出できます。ぜひ、国税庁ホームページ

の「確定申告書等作成コーナー」を用いて、ご自宅からｅ－Ｔａｘをご利用ください。

≪確定申告などに関するお問合せ≫

≪ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーの操作などに関するお問合せ≫

国税庁ホームページ「確定申告特集」をご利用ください。

「ｅ-Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク」　☎0570-01-5901

  受付：月曜～金曜（祝日等を除く）

確定申告は
こちら

マイナポータル
連携はこちら

※ 上記期間前は税務署内に確定申告会場はありません。

※ 確定申告会場では、マイナンバーカード方式によるスマホ申告を基本とした相談体制としております。マ

イナンバーカードと併せてパスワード（①利用者証明用電子証明書用（数字４桁）②署名用電子証明書用

（英数字６～16文字））が分かるようにしてお越しください。
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はい いいえ
Ｂ Ｃ

問い合わせ：役場町民課 税務係　☎57-6115

共
通 すべての方

申告内容によっては、下記以外の書類が必要になる場合があります。申告に必要なもの

フローチャートは一般的な例を示しています。判定結果

役場での申告期間は、2月16日（月）から3月16日（月）です。
確定申告や町民税・県民税申告の準備はお早めに！

・税務署から郵送された「確定申告のお知らせ」ハガキ等
・本人確認書類（運転免許証など）（原本）
・個人番号（マイナンバー）がわかるもの（原本）
※ご自分で作成した申告書を提出する時は、写し（コピー）を添付してください。

所得税の確定申告が
必要です。

所得税の確定申告書を提出すれば、町民税・県民税の申告は必要ありません。確定申告書「住民税・事業
税に関する事項」欄に該当する場合は必ず記入してください。

【問い合わせ】 三条税務署 ☎32-6211

令和８年１月１日現在、
田上町に住んでいましたか？

親族の税法上の扶養になっている 給与収入が2,000万円を超える

いいえ

はい

はい いいえ

田上町に町民税・県民税の申告をする必
要はありません。
１月１日に住んでいた市区町村へ相談し
てください。

町民税・県民税の申告
が必要です。

所得税が源泉徴収されていて、申告により所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。
【問い合わせ】 町民課税務係 ☎57-6115

確定申告、町民税・県
民税の申告は必要あ
りません。

ただし、所得税が源泉徴収されていて、申告により所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。

町民税・県民税の申告
が必要な場合があり
ます。

国民健康保険税の軽減措置、国民年金保険料の免除申請を受ける場合や所得に関する証明書が必要な
場合は町民税・県民税の申告が必要です。

社会保険料を支払った方 ・国民年金保険料や任意継続保険料の支払証明書、領収書 
※生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合も控除の対象にすることができます。

医療費等を支払った方
「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」、医療費通知　　　　

※生計を一にする親族の医療費を支払った場合も控除の対象にすることができます。
※医療費控除の明細書は必ず事前に作成してお持ちください。 

生命保険料や地震保険料等を支払った方 保険会社から発行された控除証明書 
※給与所得のある方で、年末調整で勤務先へ提出した場合は不要です。

ご自身や扶養親族が障がいをお持ちの方 本人や扶養親族の身体障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書等

収
入
関
係

各
種
控
除
の
証
明
と
な
る
も
の

給与・公的年金収入があった方 給与・公的年金の源泉徴収票 （添付は不要です。）

営業・農業・不動産収入があった方 収支内訳書や帳簿書類等 
※収支内訳書は必ず事前に作成してお持ちください。 

その他の収入があった方 支払通知書、支払調書など収入額が分かるものや必要経費が分かるもの

B

Ａ

Ｃ B
はい

はい

はい

はい

いいえ
Ａ

はい いいえ
Ａ

はい いいえ
いいえ

いいえ いいえ

B

はい いいえ

Ｃ Ｂ

はい いいえ

Ａ ＤＢ

Ａ Ｂ

C

D

スタート

令和７年中にどのような収入がありましたか？

扶養や医療費などの控除の追加がある 給与以外の所得がある 年金以外の所得が20万円を超える

給与以外の所得が20万円を超える勤務先から田上町に
「給与支払報告書」が

提出されている

収入なし 主に給与

年金収入が400万円を超える

年金以外の所得がある 扶養や医療費などの控除の追加がある

非課税所得のみ
（遺族年金、障害年金など）

はい いいえ

はい いいえ

Ａ

主に公的年金

所得金額が所得税の控除合計より大きい
はい いいえ

Ａ Ｂ

主に営業・農業・不動産

年末調整されていない給与収入
と給与以外の所得の合計が

20万円を超えている

勤務先は1か所だけで年末調整を
している（複数あっても年末

調整で合算している場合は
「はい」へ）

チャートを参考に
確認してください。

あなたは申告が必要？

（注）土、日及び祝日は除きます。

問い合わせ：三条税務署　☎32-6211（自動音声が流れますので「０」番を選択してください。）

令和７年分の所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します

確定申告には、ご自宅からスマホ・パソコンで
　ご利用いただけるｅ－Ｔａｘ・スマホ申告が便利です

～三条税務署からのお知らせ～

期　間（注） 申 告 会 場

２月16日（月）～３月16日（月）

受付：午前8時30分～午後4時

燕三条地場産業振興センター

リサーチコア６階

（三条市須頃１丁目17番地）

国税庁L I N E公式アカウント

確定申告会場での相談は国税庁LINE公式アカウントによる

オンライン事前予約をお願いします。

　確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード読取対応のス

マホを利用して、スマホやパソコンからｅ－Ｔａｘで申告書を提出できます。ぜひ、国税庁ホームページ

の「確定申告書等作成コーナー」を用いて、ご自宅からｅ－Ｔａｘをご利用ください。

≪確定申告などに関するお問合せ≫

≪ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーの操作などに関するお問合せ≫

国税庁ホームページ「確定申告特集」をご利用ください。

「ｅ-Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク」　☎0570-01-5901

  受付：月曜～金曜（祝日等を除く）

確定申告は
こちら

マイナポータル
連携はこちら

※ 上記期間前は税務署内に確定申告会場はありません。

※ 確定申告会場では、マイナンバーカード方式によるスマホ申告を基本とした相談体制としております。マ

イナンバーカードと併せてパスワード（①利用者証明用電子証明書用（数字４桁）②署名用電子証明書用

（英数字６～16文字））が分かるようにしてお越しください。
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私
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の

対
象
で
あ
る
病
気
を
患
っ
て
い

る
。
小
学
六
年
生
の
時
に
こ
の
病

気
に
な
り
、
長
期
の
入
院
治
療
を

し
た
。
今
も
服
薬
治
療
を
し
て
い

て
、
今
後
も
ず
っ
と
治
療
が
必
要

だ
。
入
院
中
に
母
が
主
治
医
か
ら

指
定
難
病
で
あ
る
こ
と
、
二
十
歳

未
満
ま
で
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
費
助
成
制
度
、
二
十
歳
以

降
は
指
定
難
病
の
医
療
費
助
成
制

度
を
利
用
で
き
る
こ
と
な
ど
の
説

明
を
受
け
た
。
ど
ち
ら
の
制
度
も

医
療
費
の
一
部
を
公
費
（
税
金
）

で
負
担
す
る
と
い
う
制
度
で
あ

る
。

　
私
は
一
回
の
通
院
で
複
数
の
診

療
科
で
の
診
察
や
検
査
を
受
け
、

薬
代
も
高
額
に
な
る
。
か
か
る
医

療
費
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医

療
費
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
、
こ
の
制
度
の
お
か
げ
で
経
済

的
な
心
配
を
せ
ず
に
医
療
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
こ
の
制

度
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
先

天
性
代
謝
異
常
や
血
友
病
の
医
療

給
付
事
業
な
ど
を
統
合
し
、
児
童

福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

に
基
づ
い
て
二
〇
一
五
年
か
ら
施

行
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

今
、
私
は
こ
の
制
度
を
あ
た
り
前

の
よ
う
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
て

い
る
。
ど
れ
だ
け
多
く
の
方
た
ち

が
こ
の
制
度
の
必
要
性
を
訴
え
続

け
て
き
た
の
か
を
詳
し
く
は
知
ら

な
い
が
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
こ

と
だ
と
感
じ
て
い
る
。
公
費
医
療

は
、
多
く
の
人
が
支
払
っ
た
税
金

が
使
わ
れ
て
い
る
制
度
だ
。

　
私
が
こ
の
制
度
を
知
る
ま
で
、

生
活
の
中
で
意
識
し
て
い
た
税
金

は
消
費
税
や
学
校
な
ど
の
教
育

費
、
救
急
車
の
出
動
な
ど
の
消
防

費
な
ど
く
ら
い
だ
っ
た
。
し
か

し
、
自
分
が
医
療
の
助
成
を
受
け

る
よ
う
に
な
り
、
税
金
に
つ
い
て

調
べ
て
み
た
。
失
業
し
た
時
に
お

金
を
受
け
取
っ
た
り
、
老
後
の
年

金
や
家
族
が
亡
く
な
っ
た
時
の
遺

族
年
金
な
ど
、
社
会
保
障
に
も
税

金
が
使
わ
れ
る
な
ど
様
々
な
面

で
、
私
た
ち
の
生
活
が
税
金
に
助

け
ら
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
安
心
し

て
生
活
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な

公
的
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
す
る
た
め

の
社
会
保
障
に
も
税
金
は
不
可
欠

で
あ
る
。

　
日
々
の
買
い
物
で
支
払
う
消
費

税
や
給
料
か
ら
支
払
う
所
得
税
な

ど
は
、
自
分
の
お
金
が
減
っ
て
し

ま
う
感
覚
に
な
る
人
も
多
い
と
思

う
。
し
か
し
、
そ
の
税
金
が
今
、

同
じ
国
に
住
ん
で
い
る
困
っ
て
い

る
人
の
生
活
を
救
っ
た
り
、
守
っ

た
り
で
き
る
大
切
な
財
源
に
な
っ

て
い
る
。
私
は
税
金
は
取
ら
れ
る

も
の
と
い
う
も
の
と
い
う
マ
イ
ナ

ス
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
け
れ

ど
、
調
べ
る
こ
と
を
通
し
て
、
税

金
は
人
と
人
を
支
え
合
う
も
の
だ

と
感
じ
た
。

　
私
は
将
来
の
仕
事
に
つ
い
て
悩

ん
で
い
る
。
持
病
と
向
き
合
い
、

治
療
を
続
け
な
が
ら
で
き
る
仕
事

は
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
就
職

し
、
税
金
を
納
め
る
立
場
に
な
っ

た
時
に
は
、
今
ま
で
の
感
謝
の
気

持
ち
を
忘
れ
ず
に
納
税
し
た
い
と

思
う
。
私
は
大
人
に
な
っ
て
も
医

療
費
助
成
を
受
け
、
様
々
な
面
で

助
け
ら
れ
な
が
ら
生
活
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
感
謝
の
気

持
ち
だ
け
で
な
く
、
自
分
が
働
い

て
納
め
た
税
金
で
誰
か
を
助
け
る

こ
と
も
で
き
る
。
税
金
に
よ
る
支

え
合
い
が
現
在
だ
け
で
は
な
く
、

次
の
世
代
へ
と
つ
な
が
っ
て
、
よ

り
よ
い
社
会
に
な
っ
て
い
っ
て
ほ

し
い
と
願
う
。

○
関
東
信
越
国
税
局
内

　納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
会
長
賞

　
３
年
　
清
水
　
楓
花

※
下
段
に
作
文
を
掲
載
し
ま
し
た
。

○
三
条
税
務
署
長
賞

　
３
年
　
田
村
　
莉
央

○
田
上
町
租
税
教
育
推
進
協
議
会

　会
長
賞

　
３
年
　
畠
山
　
紗
來

○
田
上
町
租
税
教
育
推
進
協
議
会

　優
秀
賞

　
３
年
　
坂
内
　
利
衣

○
田
上
町
租
税
教
育
推
進
協
議
会

　佳
作

　
３
年
　
石
塚
ひ
か
り

受  

賞  

者

関
東
信
越
国
税
局
管
内
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
会
長
賞

『
税
金
に
よ
る
支
え
合
い
』

についての作文についての作文についての作文

　三条税務署、三南地区納税貯蓄組合連合会、町租税教育推進協議会では、税についての正しい知識とその重要

性を深く認識してもらうため、中学生を対象に毎年度「税についての作文」を募集しています。

　今年度もたくさんの応募がありました。その中から入選した作品をご紹介します。（敬称略）

令和７年
度

中学生入選作品中学生入選作品税税税

３
年
　
清
水
　
楓
花

し
み
ず
　
　
　
ふ
う
か

し
み
ず
　
　 

 

ふ
う
か

は
た
け
や
ま
　
　
　
さ
ら

た
む
ら
　
　
　
　
り
お

さ
か
う
ち
　 

　
り
い

い
し
づ
か

　
12
月
10
日
、
第
５
回
町
議
会
定

例
会
が
招
集
さ
れ
、
12
月
17
日
ま

で
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

提
案
し
た
議
案
は
、
い
ず
れ
も
原

案
ど
お
り
承
認
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▼
新
潟
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合

規
約
の
変
更

▽
新
潟
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合

加
入
団
体
の
脱
退
に
伴
う
規
約
の

変
更
。

▼
令
和
７
年
度
田
上
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
４
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
，
１
６

０
万
円
を
追
加
し
ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

　
政
策
金
利
の
上
昇
に
伴
い
令
和

７
年
11
月
満
期
の
財
政
調
整
基
金

及
び
減
債
基
金
の
利
息
の
増
額
。

ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
に
つ
い
て
、

令
和
７
年
10
月
か
ら
の
制
度
改
正

に
よ
り
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
の

ポ
イ
ン
ト
付
与
が
禁
止
に
な
る
こ

と
に
よ
る
駆
け
込
み
寄
附
に
伴
う

関
連
経
費
の
増
額
。
令
和
７
年
８

月
８
日
に
発
生
し
た
落
雷
被
害
に

お
け
る
田
上
町
交
流
会
館
の
修
繕

料
の
追
加
。

▼
加
茂
市
・
田
上
町
消
防
衛
生
保

育
組
合
規
約
の
変
更

▽
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
25
年
法

律
第
１
４
９
号
）
第
25
条
第
１
項

に
規
定
す
る
火
薬
類
の
消
費
の
許

可
に
関
す
る
事
務
を
共
同
処
理
す

る
た
め
の
所
要
の
改
正
。

▼
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

▽
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経

費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
令
和

７
年
法
律
第
50
号
）
の
一
部
改
正

に
伴
う
所
要
の
改
正
。

▼
田
上
町
議
会
議
員
及
び
田
上
町

長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の

公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

▽
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
令
和
７

年
政
令
第
２
０
０
号
）
の
一
部
改

正
に
伴
う
所
要
の
改
正
。

▼
田
上
町
番
号
法
に
基
づ
く
個
人

番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報

の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

▽
令
和
７
年
12
月
よ
り
切
り
替
え

る
国
の
標
準
仕
様
に
基
づ
く
基
幹

系
業
務
シ
ス
テ
ム
中
「
住
登
外
者

宛
名
番
号
管
理
機
能
」
が
シ
ス
テ

ム
上
標
準
装
備
さ
れ
、
情
報
連
携

が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
所
要

の
改
正
。

▼
田
上
町
消
防
団
員
の
定
員
、
任

免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

▽
昨
今
の
消
防
団
員
の
実
人
員
に

鑑
み
、
団
員
定
数
を
現
行
の
２
７

９
人
か
ら
２
２
５
人
と
す
る
た
め

の
改
正
。

▼
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費

用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

▼
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

▽
国
の
給
与
改
定
に
準
じ
、
特
別

職
の
期
末
手
当
の
支
給
月
数
を

０
・
０
５
か
月
引
き
上
げ
、
年
間

支
給
月
数
を
３
・
５
か
月
と
す
る

た
め
の
改
正
。

▼
田
上
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

▽
人
事
院
勧
告
及
び
新
潟
県
人
事

委
員
会
勧
告
を
踏
ま
え
、
期
末
・

勤
勉
手
当
の
支
給
月
数
を
と
も
に

０
・
０
２
５
か
月
引
き
上
げ
、
期

末
・
勤
勉
手
当
の
合
計
支
給
月
数

を
年
間
４
・
６
５
か
月
と
す
る
た

め
の
改
正
。

▼
令
和
７
年
度
田
上
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
５
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
，
５
４

１
万
６
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
54
億
１
，
３
７
３
万
円
と
し

ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

　
歳
入
で
は
、
デ
マ
ン
ド
交
通
及

び
有
害
鳥
獣
対
策
関
連
経
費
増
加

に
伴
う
特
別
交
付
税
の
増
額
、
重

度
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
量
の
増
加

に
伴
う
障
害
者
自
立
支
援
等
諸
費

の
増
額
、
交
付
決
定
に
伴
う
保
険

基
盤
安
定
負
担
金
の
減
額
、
指
定

寄
附
金
の
受
入
れ
な
ど
。

　
歳
出
で
は
、
指
定
寄
附
の
受
入

れ
に
伴
う
地
域
福
祉
基
金
元
金
積

立
金
の
増
額
、
重
度
訪
問
介
護
サ

ー
ビ
ス
量
の
増
加
に
伴
う
障
害
者

介
護
給
付
費
の
増
額
、
デ
マ
ン
ド

交
通
利
用
者
の
増
加
に
伴
う
公
共

交
通
運
行
業
務
補
助
金
の
増
額
、

有
害
鳥
獣
対
策
経
費
の
増
額
、
職

員
玄
関
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
設
置
工
事

及
び
非
常
放
送
設
備
更
新
工
事
費

の
追
加
、
交
流
会
館
利
用
者
数
の

増
加
並
び
に
猛
暑
等
の
影
響
に
伴

い
不
足
と
な
る
電
気
、
ガ
ス
料
金

の
増
額
等
。

▼
同
年
度
田
上
町
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
１
２
万

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
12
億
２
，
３
２

３
万
１
千
円
と
し
ま
し
た
。

▼
同
年
度
田
上
町
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
４
５
万

３
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
１
億
９
，

３
１
７
万
２
千
円
と
し
ま
し
た
。

▼
同
年
度
田
上
町
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
61
万
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
そ
れ
ぞ
れ
13
億
５
，
５
１
９
万

３
千
円
と
し
ま
し
た
。

▼
同
年
度
田
上
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
６
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
，
２
５

７
万
２
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
54
億
４
，
６
３
０
万
２
千
円

と
し
ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

　
給
与
改
定
に
伴
う
人
件
費
の
増

額
、
灯
油
購
入
費
助
成
事
業
の
追

加
、
ア
ー
バ
ン
ベ
ア
緊
急
捕
獲
支

援
事
業
の
追
加
等
。

▼
同
年
度
田
上
町
訪
問
看
護
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
４
０
万

１
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
４
，
６
３

５
万
６
千
円
と
し
ま
し
た
。

▼
同
年
度
田
上
町
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
38
万
９
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
13
億
５
，
５
５

８
万
２
千
円
と
し
ま
し
た
。

▼
同
年
度
田
上
町
水
道
事
業
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

▽
収
益
的
支
出
の
水
道
事
業
費
用

の
予
定
額
に
28
万
３
千
円
の
増
額
、

資
本
的
支
出
の
予
定
額
に
29
万
９

千
円
を
増
額
し
ま
し
た
。

▼
同
年
度
田
上
町
下
水
道
事
業
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

▽
収
益
的
収
入
の
下
水
道
事
業
収

益
及
び
収
益
的
支
出
の
下
水
道
事

業
費
用
の
予
定
額
に
３
５
６
万
２

千
円
を
減
額
、
資
本
的
収
入
及
び

資
本
的
支
出
の
予
定
額
に
73
万
９

千
円
を
増
額
し
ま
し
た
。

令
和
７
年

　第
５
回

　田
上
町
議
会
定
例
会

専
　決
　処
　分

補
正
予
算

条
例
の
一
部
改
正
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私
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の

対
象
で
あ
る
病
気
を
患
っ
て
い

る
。
小
学
六
年
生
の
時
に
こ
の
病

気
に
な
り
、
長
期
の
入
院
治
療
を

し
た
。
今
も
服
薬
治
療
を
し
て
い

て
、
今
後
も
ず
っ
と
治
療
が
必
要

だ
。
入
院
中
に
母
が
主
治
医
か
ら

指
定
難
病
で
あ
る
こ
と
、
二
十
歳

未
満
ま
で
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
費
助
成
制
度
、
二
十
歳
以

降
は
指
定
難
病
の
医
療
費
助
成
制

度
を
利
用
で
き
る
こ
と
な
ど
の
説

明
を
受
け
た
。
ど
ち
ら
の
制
度
も

医
療
費
の
一
部
を
公
費
（
税
金
）

で
負
担
す
る
と
い
う
制
度
で
あ

る
。

　
私
は
一
回
の
通
院
で
複
数
の
診

療
科
で
の
診
察
や
検
査
を
受
け
、

薬
代
も
高
額
に
な
る
。
か
か
る
医

療
費
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医

療
費
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
、
こ
の
制
度
の
お
か
げ
で
経
済

的
な
心
配
を
せ
ず
に
医
療
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
こ
の
制

度
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
先

天
性
代
謝
異
常
や
血
友
病
の
医
療

給
付
事
業
な
ど
を
統
合
し
、
児
童

福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

に
基
づ
い
て
二
〇
一
五
年
か
ら
施

行
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

今
、
私
は
こ
の
制
度
を
あ
た
り
前

の
よ
う
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
て

い
る
。
ど
れ
だ
け
多
く
の
方
た
ち

が
こ
の
制
度
の
必
要
性
を
訴
え
続

け
て
き
た
の
か
を
詳
し
く
は
知
ら

な
い
が
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
こ

と
だ
と
感
じ
て
い
る
。
公
費
医
療

は
、
多
く
の
人
が
支
払
っ
た
税
金

が
使
わ
れ
て
い
る
制
度
だ
。

　
私
が
こ
の
制
度
を
知
る
ま
で
、

生
活
の
中
で
意
識
し
て
い
た
税
金

は
消
費
税
や
学
校
な
ど
の
教
育

費
、
救
急
車
の
出
動
な
ど
の
消
防

費
な
ど
く
ら
い
だ
っ
た
。
し
か

し
、
自
分
が
医
療
の
助
成
を
受
け

る
よ
う
に
な
り
、
税
金
に
つ
い
て

調
べ
て
み
た
。
失
業
し
た
時
に
お

金
を
受
け
取
っ
た
り
、
老
後
の
年

金
や
家
族
が
亡
く
な
っ
た
時
の
遺

族
年
金
な
ど
、
社
会
保
障
に
も
税

金
が
使
わ
れ
る
な
ど
様
々
な
面

で
、
私
た
ち
の
生
活
が
税
金
に
助

け
ら
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
安
心
し

て
生
活
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な

公
的
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
す
る
た
め

の
社
会
保
障
に
も
税
金
は
不
可
欠

で
あ
る
。

　
日
々
の
買
い
物
で
支
払
う
消
費

税
や
給
料
か
ら
支
払
う
所
得
税
な

ど
は
、
自
分
の
お
金
が
減
っ
て
し

ま
う
感
覚
に
な
る
人
も
多
い
と
思

う
。
し
か
し
、
そ
の
税
金
が
今
、

同
じ
国
に
住
ん
で
い
る
困
っ
て
い

る
人
の
生
活
を
救
っ
た
り
、
守
っ

た
り
で
き
る
大
切
な
財
源
に
な
っ

て
い
る
。
私
は
税
金
は
取
ら
れ
る

も
の
と
い
う
も
の
と
い
う
マ
イ
ナ

ス
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
け
れ

ど
、
調
べ
る
こ
と
を
通
し
て
、
税

金
は
人
と
人
を
支
え
合
う
も
の
だ

と
感
じ
た
。

　
私
は
将
来
の
仕
事
に
つ
い
て
悩

ん
で
い
る
。
持
病
と
向
き
合
い
、

治
療
を
続
け
な
が
ら
で
き
る
仕
事

は
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
就
職

し
、
税
金
を
納
め
る
立
場
に
な
っ

た
時
に
は
、
今
ま
で
の
感
謝
の
気

持
ち
を
忘
れ
ず
に
納
税
し
た
い
と

思
う
。
私
は
大
人
に
な
っ
て
も
医

療
費
助
成
を
受
け
、
様
々
な
面
で

助
け
ら
れ
な
が
ら
生
活
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
感
謝
の
気

持
ち
だ
け
で
な
く
、
自
分
が
働
い

て
納
め
た
税
金
で
誰
か
を
助
け
る

こ
と
も
で
き
る
。
税
金
に
よ
る
支

え
合
い
が
現
在
だ
け
で
は
な
く
、

次
の
世
代
へ
と
つ
な
が
っ
て
、
よ

り
よ
い
社
会
に
な
っ
て
い
っ
て
ほ

し
い
と
願
う
。

○
関
東
信
越
国
税
局
内

　納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
会
長
賞

　
３
年
　
清
水
　
楓
花

※
下
段
に
作
文
を
掲
載
し
ま
し
た
。

○
三
条
税
務
署
長
賞

　
３
年
　
田
村
　
莉
央

○
田
上
町
租
税
教
育
推
進
協
議
会

　会
長
賞

　
３
年
　
畠
山
　
紗
來

○
田
上
町
租
税
教
育
推
進
協
議
会

　優
秀
賞

　
３
年
　
坂
内
　
利
衣

○
田
上
町
租
税
教
育
推
進
協
議
会

　佳
作

　
３
年
　
石
塚
ひ
か
り

受  

賞  

者

関
東
信
越
国
税
局
管
内
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
会
長
賞

『
税
金
に
よ
る
支
え
合
い
』

についての作文についての作文についての作文

　三条税務署、三南地区納税貯蓄組合連合会、町租税教育推進協議会では、税についての正しい知識とその重要

性を深く認識してもらうため、中学生を対象に毎年度「税についての作文」を募集しています。

　今年度もたくさんの応募がありました。その中から入選した作品をご紹介します。（敬称略）

令和７年
度

中学生入選作品中学生入選作品税税税

３
年
　
清
水
　
楓
花

し
み
ず
　
　
　
ふ
う
か

し
み
ず
　
　 

 

ふ
う
か

は
た
け
や
ま
　
　
　
さ
ら

た
む
ら
　
　
　
　
り
お

さ
か
う
ち
　 

　
り
い

い
し
づ
か

　
12
月
10
日
、
第
５
回
町
議
会
定

例
会
が
招
集
さ
れ
、
12
月
17
日
ま

で
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

提
案
し
た
議
案
は
、
い
ず
れ
も
原

案
ど
お
り
承
認
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▼
新
潟
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合

規
約
の
変
更

▽
新
潟
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合

加
入
団
体
の
脱
退
に
伴
う
規
約
の

変
更
。

▼
令
和
７
年
度
田
上
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
４
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
，
１
６

０
万
円
を
追
加
し
ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

　
政
策
金
利
の
上
昇
に
伴
い
令
和

７
年
11
月
満
期
の
財
政
調
整
基
金

及
び
減
債
基
金
の
利
息
の
増
額
。

ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
に
つ
い
て
、

令
和
７
年
10
月
か
ら
の
制
度
改
正

に
よ
り
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
の

ポ
イ
ン
ト
付
与
が
禁
止
に
な
る
こ

と
に
よ
る
駆
け
込
み
寄
附
に
伴
う

関
連
経
費
の
増
額
。
令
和
７
年
８

月
８
日
に
発
生
し
た
落
雷
被
害
に

お
け
る
田
上
町
交
流
会
館
の
修
繕

料
の
追
加
。

▼
加
茂
市
・
田
上
町
消
防
衛
生
保

育
組
合
規
約
の
変
更

▽
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
25
年
法

律
第
１
４
９
号
）
第
25
条
第
１
項

に
規
定
す
る
火
薬
類
の
消
費
の
許

可
に
関
す
る
事
務
を
共
同
処
理
す

る
た
め
の
所
要
の
改
正
。

▼
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

▽
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経

費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
令
和

７
年
法
律
第
50
号
）
の
一
部
改
正

に
伴
う
所
要
の
改
正
。

▼
田
上
町
議
会
議
員
及
び
田
上
町

長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の

公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

▽
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
令
和
７

年
政
令
第
２
０
０
号
）
の
一
部
改

正
に
伴
う
所
要
の
改
正
。

▼
田
上
町
番
号
法
に
基
づ
く
個
人

番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報

の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

▽
令
和
７
年
12
月
よ
り
切
り
替
え

る
国
の
標
準
仕
様
に
基
づ
く
基
幹

系
業
務
シ
ス
テ
ム
中
「
住
登
外
者

宛
名
番
号
管
理
機
能
」
が
シ
ス
テ

ム
上
標
準
装
備
さ
れ
、
情
報
連
携

が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
所
要

の
改
正
。

▼
田
上
町
消
防
団
員
の
定
員
、
任

免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

▽
昨
今
の
消
防
団
員
の
実
人
員
に

鑑
み
、
団
員
定
数
を
現
行
の
２
７

９
人
か
ら
２
２
５
人
と
す
る
た
め

の
改
正
。

▼
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費

用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

▼
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

▽
国
の
給
与
改
定
に
準
じ
、
特
別

職
の
期
末
手
当
の
支
給
月
数
を

０
・
０
５
か
月
引
き
上
げ
、
年
間

支
給
月
数
を
３
・
５
か
月
と
す
る

た
め
の
改
正
。

▼
田
上
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

▽
人
事
院
勧
告
及
び
新
潟
県
人
事

委
員
会
勧
告
を
踏
ま
え
、
期
末
・

勤
勉
手
当
の
支
給
月
数
を
と
も
に

０
・
０
２
５
か
月
引
き
上
げ
、
期

末
・
勤
勉
手
当
の
合
計
支
給
月
数

を
年
間
４
・
６
５
か
月
と
す
る
た

め
の
改
正
。

▼
令
和
７
年
度
田
上
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
５
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
，
５
４

１
万
６
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
54
億
１
，
３
７
３
万
円
と
し

ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

　
歳
入
で
は
、
デ
マ
ン
ド
交
通
及

び
有
害
鳥
獣
対
策
関
連
経
費
増
加

に
伴
う
特
別
交
付
税
の
増
額
、
重

度
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
量
の
増
加

に
伴
う
障
害
者
自
立
支
援
等
諸
費

の
増
額
、
交
付
決
定
に
伴
う
保
険

基
盤
安
定
負
担
金
の
減
額
、
指
定

寄
附
金
の
受
入
れ
な
ど
。

　
歳
出
で
は
、
指
定
寄
附
の
受
入

れ
に
伴
う
地
域
福
祉
基
金
元
金
積

立
金
の
増
額
、
重
度
訪
問
介
護
サ

ー
ビ
ス
量
の
増
加
に
伴
う
障
害
者

介
護
給
付
費
の
増
額
、
デ
マ
ン
ド

交
通
利
用
者
の
増
加
に
伴
う
公
共

交
通
運
行
業
務
補
助
金
の
増
額
、

有
害
鳥
獣
対
策
経
費
の
増
額
、
職

員
玄
関
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
設
置
工
事

及
び
非
常
放
送
設
備
更
新
工
事
費

の
追
加
、
交
流
会
館
利
用
者
数
の

増
加
並
び
に
猛
暑
等
の
影
響
に
伴

い
不
足
と
な
る
電
気
、
ガ
ス
料
金

の
増
額
等
。

▼
同
年
度
田
上
町
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
１
２
万

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
12
億
２
，
３
２

３
万
１
千
円
と
し
ま
し
た
。

▼
同
年
度
田
上
町
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
４
５
万

３
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
１
億
９
，

３
１
７
万
２
千
円
と
し
ま
し
た
。

▼
同
年
度
田
上
町
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
61
万
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
そ
れ
ぞ
れ
13
億
５
，
５
１
９
万

３
千
円
と
し
ま
し
た
。

▼
同
年
度
田
上
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
６
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
，
２
５

７
万
２
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
54
億
４
，
６
３
０
万
２
千
円

と
し
ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

　
給
与
改
定
に
伴
う
人
件
費
の
増

額
、
灯
油
購
入
費
助
成
事
業
の
追

加
、
ア
ー
バ
ン
ベ
ア
緊
急
捕
獲
支

援
事
業
の
追
加
等
。

▼
同
年
度
田
上
町
訪
問
看
護
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
４
０
万

１
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
４
，
６
３

５
万
６
千
円
と
し
ま
し
た
。

▼
同
年
度
田
上
町
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

▽
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
38
万
９
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
13
億
５
，
５
５

８
万
２
千
円
と
し
ま
し
た
。

▼
同
年
度
田
上
町
水
道
事
業
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

▽
収
益
的
支
出
の
水
道
事
業
費
用

の
予
定
額
に
28
万
３
千
円
の
増
額
、

資
本
的
支
出
の
予
定
額
に
29
万
９

千
円
を
増
額
し
ま
し
た
。

▼
同
年
度
田
上
町
下
水
道
事
業
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

▽
収
益
的
収
入
の
下
水
道
事
業
収

益
及
び
収
益
的
支
出
の
下
水
道
事

業
費
用
の
予
定
額
に
３
５
６
万
２

千
円
を
減
額
、
資
本
的
収
入
及
び

資
本
的
支
出
の
予
定
額
に
73
万
９

千
円
を
増
額
し
ま
し
た
。

令
和
７
年

　第
５
回

　田
上
町
議
会
定
例
会

専
　決
　処
　分

補
正
予
算

条
例
の
一
部
改
正
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たうん情報 たうん情報

2ヵ月児学級 令和7年8、9月生まれの田上っ子

①母の名前
②赤ちゃんの名前・読み方
③名前の由来など

　町では、生後2カ月のお子さんを対象に
「2カ月児学級」を行っております。
　この学級では子育ての楽しさや心配
事・悩みなどをお母さんたちが共有して、
気持ちをリラックスして子育てができる
よう応援しています。
　下記の写真は、11月に開催された2カ
月児学級に参加して頂いた赤ちゃんです。

①下山　友花
②充稀（みつき）
③自分らしさを大切に
して、笑顔で満ちた人
生になりますように。

①羽入　理央
②傑理（すぐり）
③私の「理」を受け継
いでいます。ひびきが
良く、あまり聞かない
名前だったので

①大関　玲央奈
②佑和（ゆうわ）
③ 人を助け、助けら
れ、人との和を大切に
したいという思いから

　この度の協定は、株式会社 アクティオ 様より、災害時

に避難所環境向上に向けた仮設トイレ、発電機等の資機材

や重機類などを優先的にレンタルすることにより、町民の

被害を最小限に抑え、町の復旧・復興活動を円滑に実施す

ることを目的とした応援協定についてご提案をいただき、

締結に至りました。

　本協定を契機に、「誰もが安心して暮らせるまち」を目

指し、行政・企業・地域住民が一体となって、災害に強い

まちづくりを一層推進してまいります。

　シュースイ・みどり福祉会 様から、中学生の部活動

地域移行の推進に役立ててほしいと2万円ご寄附いた

だきました。同会は中学生の「田上町自転車クラブ」

の運営母体としても活動を支えておられます。

　温かいご寄附、誠にありがとうございました。

全国大会出場おめでとう！

株式会社 アクティオ 様と「災害時における
レンタル器材の提供に関する協定」を締結しました/12 9

（火）

善意をありがとう

ブルグミュラーコンクール2025　東京12月大会

松本　萌胡 さん

出場種目：ピアノ　小学生 3・4 年生　A 部門
会　　場：IMA ホール（東京）

令和７年度 田上町表彰式/1210
㈬

　令和7年度田上町表彰式が役場３階議場

にて行われ、今年度は善行表彰2名、褒賞

２名の方が表彰されました。

【善行表彰】
☆白石　浩 様

　障害者福祉のために役立ててほしいとの願いか
　ら、町へ100万円を寄附。

☆酒井　秀雄 様

　20年以上にわたり、無償で登下校時のパトロー
　ルを実施し、地域安全活動に尽力。

【褒　賞】
☆松岡　誠一 様

　平成22年４月より田上町文化財調査審議会委員
　として町の文化財の調査や指定に関わる審議に
　携わり、町が守るべき文化財の保護に尽力。

☆太刀川　靜夫 様

　平成22年４月より田上町文化財調査審議会委員
　として町の文化財の調査や指定に関わる審議に
　携わり、町が守るべき文化財の保護に尽力。

写真向かって左から：松岡さん、白石さん、町長、酒井さん　

太刀川さんはご都合によりご欠席でした

※この表彰は、毎年、町民一般の模範として、

推奨するにふさわしい功績又は行為のあった

方、町の自治興隆・公益等に功績のあった方を

表彰しております。
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たうん情報 たうん情報

2ヵ月児学級 令和7年8、9月生まれの田上っ子

①母の名前
②赤ちゃんの名前・読み方
③名前の由来など

　町では、生後2カ月のお子さんを対象に
「2カ月児学級」を行っております。
　この学級では子育ての楽しさや心配
事・悩みなどをお母さんたちが共有して、
気持ちをリラックスして子育てができる
よう応援しています。
　下記の写真は、11月に開催された2カ
月児学級に参加して頂いた赤ちゃんです。

①下山　友花
②充稀（みつき）
③自分らしさを大切に
して、笑顔で満ちた人
生になりますように。

①羽入　理央
②傑理（すぐり）
③私の「理」を受け継
いでいます。ひびきが
良く、あまり聞かない
名前だったので

①大関　玲央奈
②佑和（ゆうわ）
③ 人を助け、助けら
れ、人との和を大切に
したいという思いから

　この度の協定は、株式会社 アクティオ 様より、災害時

に避難所環境向上に向けた仮設トイレ、発電機等の資機材

や重機類などを優先的にレンタルすることにより、町民の

被害を最小限に抑え、町の復旧・復興活動を円滑に実施す

ることを目的とした応援協定についてご提案をいただき、

締結に至りました。

　本協定を契機に、「誰もが安心して暮らせるまち」を目

指し、行政・企業・地域住民が一体となって、災害に強い

まちづくりを一層推進してまいります。

　シュースイ・みどり福祉会 様から、中学生の部活動

地域移行の推進に役立ててほしいと2万円ご寄附いた

だきました。同会は中学生の「田上町自転車クラブ」

の運営母体としても活動を支えておられます。

　温かいご寄附、誠にありがとうございました。

全国大会出場おめでとう！

株式会社 アクティオ 様と「災害時における
レンタル器材の提供に関する協定」を締結しました/12 9

（火）

善意をありがとう

ブルグミュラーコンクール2025　東京12月大会

松本　萌胡 さん

出場種目：ピアノ　小学生 3・4 年生　A 部門
会　　場：IMA ホール（東京）

令和７年度 田上町表彰式/1210
㈬

　令和7年度田上町表彰式が役場３階議場

にて行われ、今年度は善行表彰2名、褒賞

２名の方が表彰されました。

【善行表彰】
☆白石　浩 様

　障害者福祉のために役立ててほしいとの願いか
　ら、町へ100万円を寄附。

☆酒井　秀雄 様

　20年以上にわたり、無償で登下校時のパトロー
　ルを実施し、地域安全活動に尽力。

【褒　賞】
☆松岡　誠一 様

　平成22年４月より田上町文化財調査審議会委員
　として町の文化財の調査や指定に関わる審議に
　携わり、町が守るべき文化財の保護に尽力。

☆太刀川　靜夫 様

　平成22年４月より田上町文化財調査審議会委員
　として町の文化財の調査や指定に関わる審議に
　携わり、町が守るべき文化財の保護に尽力。

写真向かって左から：松岡さん、白石さん、町長、酒井さん　

太刀川さんはご都合によりご欠席でした

※この表彰は、毎年、町民一般の模範として、

推奨するにふさわしい功績又は行為のあった

方、町の自治興隆・公益等に功績のあった方を

表彰しております。

●  広報  たがみまち 「　　　      」 令和 8 年 1 月号9



INFORMATION

有
料
広
告

水回り、電気のことなら

TEL 57-2068　　FAX 57-2328

一級電気工事施工管理技士事務所

一級管工事施工管理技士事務所

一級土木施工管理技士事務所

志田電氣㈱

庭の手入れ・家事の手伝い・その他何でもご相談ください

生活サポートセンター

あ！こんなとき！！
お電話ください たけのこたすけ

田上町大字川船河１３３０-５
e-mail:care-s@goo.jp  tel 0256-57-1055  fax 0256-57-1056

有
料
広
告

　２
月
期
（
12
～
１
月
分
）
の
児
童

手
当
の
支
払
日
は
、
２
月
５
日

（
木
）
で
す
。

　認
定
月
が
１
月
の
方
は
、
１
月
分

の
み
の
支
給
と
な
り
ま
す
。
ご
指
定

の
口
座
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
児
童
手
当
は
、
次
代
の
社
会
を
担

う
児
童
の
健
や
か
な
成
長
を
支
援

す
る
目
的
と
し
て
、
全
部
又
は
一

部
を
町
に
寄
附
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ご
関
心
の
あ
る
方
は
、
保

健
福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

　役
場
保
健
福
祉
課

　保
健
係

　☎
57
―
６
１
１
２

▽
支
給
の
対
象
者

　令
和
７
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、

恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
や
、
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ

る
遺
族
年
金
等
を
受
け
る
方
（
戦
没

者
等
の
妻
や
父
母
等
）
が
い
な
い
場

合
に
、
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご

遺
族
で
次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
一

人
に
特
別
弔
意
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

１
・
令
和
７
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
援
護
法
に

よ
る
弔
意
金
の
受
給
権
を
取
得

し
た
方

２
・
戦
没
者
等
の
子

３
・
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有
し

て
い
た
、
①
父
母
、
②
孫
、

　
　③ 

兄
弟
姉
妹

４
・
前
述
３
以
外
の
①
父
母
、
②
孫
、

　
　

 

③
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関

係
を
有
し
て
い
る
こ
と
等
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ

り
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

５
・
甥
・
姪
な
ど
で
戦
没
者
等
の
死

亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上

の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
。

▽
支
給
内
容

額
面
27
万
５
千
円
、
５
年
償
還
の

記
名
国
債

▽
請
求
期
限

　令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で

▼
請
求
・
問
い
合
わ
せ

　役
場
町
民
課

　保
険
係

　☎
57
―
６
１
１
５

　毎
年
、
屋
根
の
雪
下
ろ
し
や
家
屋

周
り
等
の
除
雪
作
業
中
の
事
故
が
多

発
し
て
い
ま
す
。

　昨
冬
は
、
雪
下
ろ
し
等
除
雪
作
業

に
よ
る
人
的
被
害
は
県
全
体
で
１
３

７
件
発
生
し
ま
し
た
。

　除
雪
作
業
中
の
事
故
は
「
自
分
は

大
丈
夫
」
と
油
断
し
て
い
る
時
に
起

き
て
い
ま
す
の
で
、
油
断
す
る
こ
と

な
く
、
ま
た
、
怪
我
を
し
な
い
よ
う

注
意
し
て
除
雪
作
業
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

　加
茂
地
域
消
防
本
部

　警
防
課

　☎
52
―
１
７
７
０

　加
茂
地
域
消
防
本
部
で
は
、
多
様

化
す
る
災
害
に
迅
速
・
的
確
に
対
応

す
る
た
め
、
新
潟
県
消
防
防
災
航
空

隊
（
防
災
ヘ
リ
）
と
連
携
訓
練
を
実

施
し
ま
す
。

※
付
近
住
民
の
皆
様
に
は
、
ヘ
リ
コ

プ
タ
ー
の
エ
ン
ジ
ン
音
等
で
大
変

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
ご
協
力
の
ほ
ど
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

▽
日
時

　２
月
10
日
（
火
）

　午
前
９
時
～
正
午

　（
荒
天
、
災
害
時
中
止
）

▽
訓
練
実
施
場
所

　羽
生
田
野
球
場

▼
問
い
合
わ
せ

　加
茂
地
域
消
防
本
部

　警
防
課

　☎
52
―
１
７
７
０

　毎
年
１
月
26
日
は
「
文
化
財
防
火

デ
ー
」
で
す
。

　こ
の
文
化
財
防
火
デ
ー
は
、
昭
和

24
年
１
月
26
日
に
法
隆
寺
の
金
堂
が

炎
上
し
、
壁
画
が
焼
損
し
た
こ
と
を

契
機
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　消
防
団
・
消
防
署
で
は
、
地
域
の

文
化
財
を
火
災
か
ら
守
る
べ
く
、
文

化
財
保
護
の
啓
蒙
を
は
か
り
、
火
災

防
ぎ
ょ
体
制
の
万
全
を
期
す
る
た
め

放
水
訓
練
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

※
訓
練
の
実
施
に
あ
た
り
、
付
近
住

民
の
皆
様
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
理
解
、
ご
協
力
の

ほ
ど
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▽
訓
練
実
施
日
時

　１
月
25
日
（
日
）

　午
前
10
時
～
10
時
30
分

▽
訓
練
実
施
場
所

　山
田
地
区
「
東
龍
寺
」

▼
問
い
合
わ
せ

　加
茂
地
域
消
防
署

　田
上
出
張
所

　☎
57
―
５
３
０
０

　看
護
職
員
再
就
職
支
援
相
談
会
は
、

新
潟
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
と
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
が
連
携
し
て
開
催
し
て
い
ま

す
。
再
就
職
に
向
け
た
相
談
や
病
院

等
の
情
報
提
供
、
再
就
職
支
援
セ
ミ

ナ
ー
の
案
内
、
資
格
取
得
に
向
け
た

相
談
等
に
つ
い
て
、
新
潟
県
ナ
ー
ス

セ
ン
タ
ー
の
相
談
員
（
看
護
職
）
が

親
身
に
な
っ
て
対
応
し
ま
す
。

▽
日
に
ち
・
会
場

・
１
月
９
日
（
金
）

　ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
三
条

　☎
38
―
５
４
３
１

・
１
月
16
日
（
金
）

　ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
巻

　☎
72
―
３
１
５
５

・
１
月
21
日
（
水
）

　ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
上
越

　☎
０
２
５
―
５
２
３
―
６
１
２
１

・
１
月
21
日
（
水
）

　ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
新
発
田

　☎
０
２
５
４
―
27
―
６
６
７
７

・
１
月
22
日
（
木
）

　ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
新
津

　☎
０
２
５
０
―
22
―
２
２
３
３

▽
時
間

　午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

▽
相
談
料

　無
料

※
相
談
は
予
約
制
と
な
り
ま
す
（
１

人
30
分
枠
）
。お
近
く
の
各
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

県
福
祉
保
健
部
医
師
・
看
護
職
員

確
保
対
策
課

　看
護
職
員
確
保
・

育
成
係

　☎
０
２
５
―
２
８
０
―
５
１
７
８

　人
と
動
物
の
共
生
す
る
社
会
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
動
物
と
地
域
社

会
に
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
住
民
が

積
極
的
、
主
体
的
に
地
域
に
根
ざ
し

た
動
物
愛
護
を
進
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　そ
こ
で
新
潟
県
で
は
、
ご
自
分
の

住
む
地
域
で
積
極
的
・
自
主
的
に
活

動
し
て
い
た
だ
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

（
動
物
愛
護
推
進
員
）
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

▽
活
動
内
容

お
住
ま
い
の
地
域
の
動
物
愛
護
及

び
適
正
飼
養
の
普
及
活
動
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア

▽
対
象

県
内
（
新
潟
市
を
除
く
）
在
住
の

20
歳
以
上
の
方
で
、
動
物
愛
護
や

動
物
の
正
し
い
飼
い
方
な
ど
に
関

す
る
識
見
を
お
持
ち
の
方

▽
応
募
期
間

　１
月
30
日
（
金
）
ま
で

　（
当
日
消
印
有
効
）

※
詳
細
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

　県
福
祉
保
健
部
生
活
衛
生
課

　動
物
愛
護
・
衛
生
係

　☎
０
２
５
―
２
８
０
―
５
２
０
６

　新
潟
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
は
職

業
安
定
法
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大

臣
の
許
可
を
受
け
た
福
祉
職
専
門
の

無
料
職
業
紹
介
所
で
す
。
高
齢
・
障

害
・
児
童
分
野
等
、
福
祉
職
へ
の
就

職
を
希
望
す
る
方
の
相
談
に
応
じ
、

求
人
事
業
所
の
紹
介
な
ど
の
支
援
を

し
て
い
ま
す
。

▽
日
時

　平
日
（
月
～
金
曜
日
）

　午
前
９
時
～
午
後
５
時

▽
会
場

　新
潟
ユ
ニ
ゾ
ン
プ
ラ
ザ
３
階

※
出
張
相
談
・
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
も

承
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

　新
潟
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

　☎
０
２
５
―
２
８
１
―
５
５
２
３

　県
福
祉
保
健
部
高
齢
福
祉
保
健
課

　介
護
人
材
確
保
係

　☎
０
２
５
―
２
８
０
―
５
２
７
２

　新
潟
県
で
は
雪
崩
災
害
が
多
く
発

生
し
て
お
り
注
意
が
必
要
で
す
。
雪

崩
は
ス
ピ
ー
ド
が
速
く
、
発
生
し
て

か
ら
で
は
逃
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。
雪
崩

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
、
急
斜
面

に
は
近
づ
か
ず
、
急
な
積
雪
や
急
な

気
温
上
昇
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
雪

崩
の
前
兆
現
象
を
見
つ
け
た
ら
、
ま

ず
は
安
全
な
場
所
ま
で
離
れ
て
か
ら
、

詳
し
い
様
子
を
県
の
地
域
振
興
局
や

市
町
村
の
担
当
窓
口
に
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

　雪
崩
災
害
か
ら
身
を
守
る
た
め
、

事
前
に
新
潟
県
砂
防
課
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
活
用
し
て
、
雪
崩
危
険
箇

所
を
把
握
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ

　県
土
木
部
砂
防
課

　企
画
調
査
係

　☎
０
２
５
―
２
８
０
―
５
４
２
４

〈県HP〉

〈県HP〉

お知らせ
INFOR

MATION
来
月（
２
月
）は
児
童
手
当
の

支
払
月
で
す

除
雪
作
業
中
の
事
故
に

ご
注
意
を

消
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

連
携
訓
練

令
和
８
年
　
文
化
財
防
火
デ
ー

放
水
訓
練

動
物
愛
護
推
進
員
を

募
集
し
ま
す

看
護
職
員

再
就
職
支
援
相
談
会

命
を
守
る
行
動
を
！

雪
崩
か
ら
身
を
守
る
た
め
に

新
潟
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
の

ご
案
内

INFORMATION

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
に
対
す

る
特
別
弔
慰
金
（
第
十
二
回

特
別
弔
慰
金
）
の
請
求
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
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INFORMATION

有
料
広
告

水回り、電気のことなら

TEL 57-2068　　FAX 57-2328

一級電気工事施工管理技士事務所

一級管工事施工管理技士事務所

一級土木施工管理技士事務所

志田電氣㈱

庭の手入れ・家事の手伝い・その他何でもご相談ください

生活サポートセンター

あ！こんなとき！！
お電話ください たけのこたすけ

田上町大字川船河１３３０-５
e-mail:care-s@goo.jp  tel 0256-57-1055  fax 0256-57-1056

有
料
広
告

　２
月
期
（
12
～
１
月
分
）
の
児
童

手
当
の
支
払
日
は
、
２
月
５
日

（
木
）
で
す
。

　認
定
月
が
１
月
の
方
は
、
１
月
分

の
み
の
支
給
と
な
り
ま
す
。
ご
指
定

の
口
座
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
児
童
手
当
は
、
次
代
の
社
会
を
担

う
児
童
の
健
や
か
な
成
長
を
支
援

す
る
目
的
と
し
て
、
全
部
又
は
一

部
を
町
に
寄
附
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ご
関
心
の
あ
る
方
は
、
保

健
福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

　役
場
保
健
福
祉
課

　保
健
係

　☎
57
―
６
１
１
２

▽
支
給
の
対
象
者

　令
和
７
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、

恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
や
、
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ

る
遺
族
年
金
等
を
受
け
る
方
（
戦
没

者
等
の
妻
や
父
母
等
）
が
い
な
い
場

合
に
、
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご

遺
族
で
次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
一

人
に
特
別
弔
意
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

１
・
令
和
７
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
援
護
法
に

よ
る
弔
意
金
の
受
給
権
を
取
得

し
た
方

２
・
戦
没
者
等
の
子

３
・
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有
し

て
い
た
、
①
父
母
、
②
孫
、

　
　③ 

兄
弟
姉
妹

４
・
前
述
３
以
外
の
①
父
母
、
②
孫
、

　
　

 

③
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関

係
を
有
し
て
い
る
こ
と
等
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ

り
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

５
・
甥
・
姪
な
ど
で
戦
没
者
等
の
死

亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上

の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
。

▽
支
給
内
容

額
面
27
万
５
千
円
、
５
年
償
還
の

記
名
国
債

▽
請
求
期
限

　令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で

▼
請
求
・
問
い
合
わ
せ

　役
場
町
民
課

　保
険
係

　☎
57
―
６
１
１
５

　毎
年
、
屋
根
の
雪
下
ろ
し
や
家
屋

周
り
等
の
除
雪
作
業
中
の
事
故
が
多

発
し
て
い
ま
す
。

　昨
冬
は
、
雪
下
ろ
し
等
除
雪
作
業

に
よ
る
人
的
被
害
は
県
全
体
で
１
３

７
件
発
生
し
ま
し
た
。

　除
雪
作
業
中
の
事
故
は
「
自
分
は

大
丈
夫
」
と
油
断
し
て
い
る
時
に
起

き
て
い
ま
す
の
で
、
油
断
す
る
こ
と

な
く
、
ま
た
、
怪
我
を
し
な
い
よ
う

注
意
し
て
除
雪
作
業
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

　加
茂
地
域
消
防
本
部

　警
防
課

　☎
52
―
１
７
７
０

　加
茂
地
域
消
防
本
部
で
は
、
多
様

化
す
る
災
害
に
迅
速
・
的
確
に
対
応

す
る
た
め
、
新
潟
県
消
防
防
災
航
空

隊
（
防
災
ヘ
リ
）
と
連
携
訓
練
を
実

施
し
ま
す
。

※
付
近
住
民
の
皆
様
に
は
、
ヘ
リ
コ

プ
タ
ー
の
エ
ン
ジ
ン
音
等
で
大
変

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
ご
協
力
の
ほ
ど
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

▽
日
時

　２
月
10
日
（
火
）

　午
前
９
時
～
正
午

　（
荒
天
、
災
害
時
中
止
）

▽
訓
練
実
施
場
所

　羽
生
田
野
球
場

▼
問
い
合
わ
せ

　加
茂
地
域
消
防
本
部

　警
防
課

　☎
52
―
１
７
７
０

　毎
年
１
月
26
日
は
「
文
化
財
防
火

デ
ー
」
で
す
。

　こ
の
文
化
財
防
火
デ
ー
は
、
昭
和

24
年
１
月
26
日
に
法
隆
寺
の
金
堂
が

炎
上
し
、
壁
画
が
焼
損
し
た
こ
と
を

契
機
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　消
防
団
・
消
防
署
で
は
、
地
域
の

文
化
財
を
火
災
か
ら
守
る
べ
く
、
文

化
財
保
護
の
啓
蒙
を
は
か
り
、
火
災

防
ぎ
ょ
体
制
の
万
全
を
期
す
る
た
め

放
水
訓
練
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

※
訓
練
の
実
施
に
あ
た
り
、
付
近
住

民
の
皆
様
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
理
解
、
ご
協
力
の

ほ
ど
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▽
訓
練
実
施
日
時

　１
月
25
日
（
日
）

　午
前
10
時
～
10
時
30
分

▽
訓
練
実
施
場
所

　山
田
地
区
「
東
龍
寺
」

▼
問
い
合
わ
せ

　加
茂
地
域
消
防
署

　田
上
出
張
所

　☎
57
―
５
３
０
０

　看
護
職
員
再
就
職
支
援
相
談
会
は
、

新
潟
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
と
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
が
連
携
し
て
開
催
し
て
い
ま

す
。
再
就
職
に
向
け
た
相
談
や
病
院

等
の
情
報
提
供
、
再
就
職
支
援
セ
ミ

ナ
ー
の
案
内
、
資
格
取
得
に
向
け
た

相
談
等
に
つ
い
て
、
新
潟
県
ナ
ー
ス

セ
ン
タ
ー
の
相
談
員
（
看
護
職
）
が

親
身
に
な
っ
て
対
応
し
ま
す
。

▽
日
に
ち
・
会
場

・
１
月
９
日
（
金
）

　ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
三
条

　☎
38
―
５
４
３
１

・
１
月
16
日
（
金
）

　ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
巻

　☎
72
―
３
１
５
５

・
１
月
21
日
（
水
）

　ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
上
越

　☎
０
２
５
―
５
２
３
―
６
１
２
１

・
１
月
21
日
（
水
）

　ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
新
発
田

　☎
０
２
５
４
―
27
―
６
６
７
７

・
１
月
22
日
（
木
）

　ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
新
津

　☎
０
２
５
０
―
22
―
２
２
３
３

▽
時
間

　午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

▽
相
談
料

　無
料

※
相
談
は
予
約
制
と
な
り
ま
す
（
１

人
30
分
枠
）
。お
近
く
の
各
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

県
福
祉
保
健
部
医
師
・
看
護
職
員

確
保
対
策
課

　看
護
職
員
確
保
・

育
成
係

　☎
０
２
５
―
２
８
０
―
５
１
７
８

　人
と
動
物
の
共
生
す
る
社
会
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
動
物
と
地
域
社

会
に
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
住
民
が

積
極
的
、
主
体
的
に
地
域
に
根
ざ
し

た
動
物
愛
護
を
進
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　そ
こ
で
新
潟
県
で
は
、
ご
自
分
の

住
む
地
域
で
積
極
的
・
自
主
的
に
活

動
し
て
い
た
だ
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

（
動
物
愛
護
推
進
員
）
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

▽
活
動
内
容

お
住
ま
い
の
地
域
の
動
物
愛
護
及

び
適
正
飼
養
の
普
及
活
動
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア

▽
対
象

県
内
（
新
潟
市
を
除
く
）
在
住
の

20
歳
以
上
の
方
で
、
動
物
愛
護
や

動
物
の
正
し
い
飼
い
方
な
ど
に
関

す
る
識
見
を
お
持
ち
の
方

▽
応
募
期
間

　１
月
30
日
（
金
）
ま
で

　（
当
日
消
印
有
効
）

※
詳
細
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

　県
福
祉
保
健
部
生
活
衛
生
課

　動
物
愛
護
・
衛
生
係

　☎
０
２
５
―
２
８
０
―
５
２
０
６

　新
潟
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
は
職

業
安
定
法
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大

臣
の
許
可
を
受
け
た
福
祉
職
専
門
の

無
料
職
業
紹
介
所
で
す
。
高
齢
・
障

害
・
児
童
分
野
等
、
福
祉
職
へ
の
就

職
を
希
望
す
る
方
の
相
談
に
応
じ
、

求
人
事
業
所
の
紹
介
な
ど
の
支
援
を

し
て
い
ま
す
。

▽
日
時

　平
日
（
月
～
金
曜
日
）

　午
前
９
時
～
午
後
５
時

▽
会
場

　新
潟
ユ
ニ
ゾ
ン
プ
ラ
ザ
３
階

※
出
張
相
談
・
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
も

承
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

　新
潟
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

　☎
０
２
５
―
２
８
１
―
５
５
２
３

　県
福
祉
保
健
部
高
齢
福
祉
保
健
課

　介
護
人
材
確
保
係

　☎
０
２
５
―
２
８
０
―
５
２
７
２

　新
潟
県
で
は
雪
崩
災
害
が
多
く
発

生
し
て
お
り
注
意
が
必
要
で
す
。
雪

崩
は
ス
ピ
ー
ド
が
速
く
、
発
生
し
て

か
ら
で
は
逃
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。
雪
崩

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
、
急
斜
面

に
は
近
づ
か
ず
、
急
な
積
雪
や
急
な

気
温
上
昇
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
雪

崩
の
前
兆
現
象
を
見
つ
け
た
ら
、
ま

ず
は
安
全
な
場
所
ま
で
離
れ
て
か
ら
、

詳
し
い
様
子
を
県
の
地
域
振
興
局
や

市
町
村
の
担
当
窓
口
に
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

　雪
崩
災
害
か
ら
身
を
守
る
た
め
、

事
前
に
新
潟
県
砂
防
課
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
活
用
し
て
、
雪
崩
危
険
箇

所
を
把
握
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ

　県
土
木
部
砂
防
課

　企
画
調
査
係

　☎
０
２
５
―
２
８
０
―
５
４
２
４

〈県HP〉

〈県HP〉

お知らせ
INFOR

MATION
来
月（
２
月
）は
児
童
手
当
の

支
払
月
で
す

除
雪
作
業
中
の
事
故
に

ご
注
意
を

消
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

連
携
訓
練

令
和
８
年
　
文
化
財
防
火
デ
ー

放
水
訓
練

動
物
愛
護
推
進
員
を

募
集
し
ま
す

看
護
職
員

再
就
職
支
援
相
談
会

命
を
守
る
行
動
を
！

雪
崩
か
ら
身
を
守
る
た
め
に

新
潟
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
の

ご
案
内

INFORMATION

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
に
対
す

る
特
別
弔
慰
金
（
第
十
二
回

特
別
弔
慰
金
）
の
請
求
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
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INFORMATIONINFORMATION

有
料
広
告

小学生・中学生・高校生（数・英）
～本田上・ひまわり歯科さん近く～

【 完全マンツーマンの個人塾 】

TEL 070-4315-8163問い合わせ：役場町民課 保険係　☎57-6115

Ｑ．マイナンバーカードを持っていない、マイナ保険証の利用登録がない人は資格確認書はいつま
で使用できるのか。

Ａ．資格確認書に記載の有効期限（令和８年７月31日）まで使用できます。

　　令和８年８月以降は新しい資格確認書に更新されます。

Ｑ．マイナンバーカードを紛失した場合は医療機関を受診できないのか。
Ａ．資格確認書を町へ申請いただき、医療機関に提示することで受診できます。

Ｑ．マイナ保険証のデメリットはないのか。
Ａ．マイナ保険証の利用は、原則、ご本人が医療機関窓口の端末にマイナ保険証を置き、顔認証や

ボタン操作をする必要があります。体の動作に制限のある方などは、自身での受付に時間を要

する可能性があります。

Ｑ．マイナンバーカードの保険証利用の解除はできないのか。
Ａ．申請によりマイナンバーカードの保険証利用の解除をすることができます。利用解除した場

合、資格確認書を発行します。

　国民健康保険は令和７年の８月から、後期高齢者医療保険は令和８年の８月から資格確認書の一
斉更新はなくなり、マイナ保険証の利用登録がない方にだけ、資格確認書が発行されます。マイナ
ンバーカードを持っていない、マイナ保険証の利用登録はまだの方につきましては、ご利用または
ご検討をお願いします。

　マイナ保険証を利用するメリット

①急病のとき、マイナ保険証が役立っています。
ご自身で説明することが難しい状態でも、救急隊が通院やお薬の記録を確認でき、適切な応急処置や
医療機関への搬送につながります。
②手続きなしで高額医療の限度額を適用

ご本人が同意した場合、限度額適用認定証等がなくても、医療機関窓口での支払いが、高額療養費制
度における限度額の負担で済む場合があります。

マイナ保険証を利用してみませんか？

◆マイナ保険証等に関するＱ＆Ａ◆

【利用登録】
①ポータルサイトから保険証として利用登録
②医療機関・薬局の受付（カードリーダー）

から利用登録

【利用登録】
　マイナンバーカードの申請は役場 町民課も
しくはご自身のパソコン・スマートフォン等
から行ってください。

マイナ保険証の利用登録がお済みでない方 マイナンバーカードをお持ちでない方

国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の方へ

【ご注意ください！】
　マイナ保険証を保有しているかどうかに関わらず、国民健康保険の加入・脱退の届出は必要ですの
で忘れずに手続をお願いします。

田上町職員募集（随時募集）

田上町水道委託検針員募集

募集職種

採用予定人員

受験資格

勤 務 先

試験方法

受付期間

提出書類

健康な方で、普通自動車運転免許を有する方

水道使用者のメーター検針（実施期間は毎月10～18日の間）

中店地区　約490件

１件あたり70円

※委託契約となるため、賞与、交通費等の支給はありません。また、社会保険、

　厚生年金の加入はありませんが、賠償責任保険に加入いたします。

応募された方の中より書類にて選考し、２月下旬頃までに結果を通知いたします。

令和８年１月30日（金）午後５時必着

受験申込書に写真を貼り提出してください。

田上町役場

応募された方に対して面接試験を行い決定いたします。

１月９日（金）から随時募集しております。

１名

土木技術職

２名

採用予定人員

雇用期間

受験資格

業務内容

委託場所及び件数

試験方法

受付期間

提出書類

検針委託料

令和８年４月より令和９年３月31日までの１年間

※以後、支障がなければ１年ごとの再委託

申込・問い合わせ：役場地域整備課 水道係　☎57-6223

申込・問い合わせ：役場総務課 庶務防災係　☎57-6222

昭和60年４月２日以降に生まれた方で、以下のいずれかに該当する方

・学校教育法による高等学校の土木技術に関する専門課程を履修し卒業された方

　又は、令和８年３月31日までに卒業見込みの方

・学校教育法による大学の土木工学系の課程を履修し卒業された方又は、令和８

年３月31日までに卒業見込みの方

・令和７年４月１日時点において、民間企業等における土木関係の設計等の職務

経験が通算して１年以上ある方

受験申込書に写真を貼り提出してください。

※試験案内・受験申込書の書式は、下記または町ホームページからもダウンロー

　ドできます。
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INFORMATIONINFORMATION

有
料
広
告

小学生・中学生・高校生（数・英）
～本田上・ひまわり歯科さん近く～

【 完全マンツーマンの個人塾 】

TEL 070-4315-8163問い合わせ：役場町民課 保険係　☎57-6115

Ｑ．マイナンバーカードを持っていない、マイナ保険証の利用登録がない人は資格確認書はいつま
で使用できるのか。

Ａ．資格確認書に記載の有効期限（令和８年７月31日）まで使用できます。

　　令和８年８月以降は新しい資格確認書に更新されます。

Ｑ．マイナンバーカードを紛失した場合は医療機関を受診できないのか。
Ａ．資格確認書を町へ申請いただき、医療機関に提示することで受診できます。

Ｑ．マイナ保険証のデメリットはないのか。
Ａ．マイナ保険証の利用は、原則、ご本人が医療機関窓口の端末にマイナ保険証を置き、顔認証や

ボタン操作をする必要があります。体の動作に制限のある方などは、自身での受付に時間を要

する可能性があります。

Ｑ．マイナンバーカードの保険証利用の解除はできないのか。
Ａ．申請によりマイナンバーカードの保険証利用の解除をすることができます。利用解除した場

合、資格確認書を発行します。

　国民健康保険は令和７年の８月から、後期高齢者医療保険は令和８年の８月から資格確認書の一
斉更新はなくなり、マイナ保険証の利用登録がない方にだけ、資格確認書が発行されます。マイナ
ンバーカードを持っていない、マイナ保険証の利用登録はまだの方につきましては、ご利用または
ご検討をお願いします。

　マイナ保険証を利用するメリット

①急病のとき、マイナ保険証が役立っています。
ご自身で説明することが難しい状態でも、救急隊が通院やお薬の記録を確認でき、適切な応急処置や
医療機関への搬送につながります。
②手続きなしで高額医療の限度額を適用

ご本人が同意した場合、限度額適用認定証等がなくても、医療機関窓口での支払いが、高額療養費制
度における限度額の負担で済む場合があります。

マイナ保険証を利用してみませんか？

◆マイナ保険証等に関するＱ＆Ａ◆

【利用登録】
①ポータルサイトから保険証として利用登録
②医療機関・薬局の受付（カードリーダー）

から利用登録

【利用登録】
　マイナンバーカードの申請は役場 町民課も
しくはご自身のパソコン・スマートフォン等
から行ってください。

マイナ保険証の利用登録がお済みでない方 マイナンバーカードをお持ちでない方

国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の方へ

【ご注意ください！】
　マイナ保険証を保有しているかどうかに関わらず、国民健康保険の加入・脱退の届出は必要ですの
で忘れずに手続をお願いします。

田上町職員募集（随時募集）

田上町水道委託検針員募集

募集職種

採用予定人員

受験資格

勤 務 先

試験方法

受付期間

提出書類

健康な方で、普通自動車運転免許を有する方

水道使用者のメーター検針（実施期間は毎月10～18日の間）

中店地区　約490件

１件あたり70円

※委託契約となるため、賞与、交通費等の支給はありません。また、社会保険、

　厚生年金の加入はありませんが、賠償責任保険に加入いたします。

応募された方の中より書類にて選考し、２月下旬頃までに結果を通知いたします。

令和８年１月30日（金）午後５時必着

受験申込書に写真を貼り提出してください。

田上町役場

応募された方に対して面接試験を行い決定いたします。

１月９日（金）から随時募集しております。

１名

土木技術職

２名

採用予定人員

雇用期間

受験資格

業務内容

委託場所及び件数

試験方法

受付期間

提出書類

検針委託料

令和８年４月より令和９年３月31日までの１年間

※以後、支障がなければ１年ごとの再委託

申込・問い合わせ：役場地域整備課 水道係　☎57-6223

申込・問い合わせ：役場総務課 庶務防災係　☎57-6222

昭和60年４月２日以降に生まれた方で、以下のいずれかに該当する方

・学校教育法による高等学校の土木技術に関する専門課程を履修し卒業された方

　又は、令和８年３月31日までに卒業見込みの方

・学校教育法による大学の土木工学系の課程を履修し卒業された方又は、令和８

年３月31日までに卒業見込みの方

・令和７年４月１日時点において、民間企業等における土木関係の設計等の職務

経験が通算して１年以上ある方

受験申込書に写真を貼り提出してください。

※試験案内・受験申込書の書式は、下記または町ホームページからもダウンロー

　ドできます。
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INFORMATION

椿 椿寿荘だより

「椿寿荘
ひな飾り」

椿寿荘でのひな飾りも今年
で5年目を迎えました。
大広間には皆様からご協力

いただきました「段飾り」を
主として展示しています。
寒い時節ですが、皆様のお

いでをお待ちしています。
◆期 間
   2月7日(土)～3月8日(日)
◆入館料

通常入館料のみ
（無料入館券利用可）

1月は休館中です。

2月1日より通常通り開館いたしま

すので、皆様のおいでをお待ち

しています。

穏やかな一年となりますよう

心より祈念申し上げます

椿寿荘職員一同

問い合わせ：町教育委員会 学校教育係　☎57-6114

問い合わせ：役場総務課 政策推進室　☎57-6222

　田上町立小中学校のホームページをリニューアルしました。学校の情報を発信していきます。
各QRコード又はURLを直接入力してアクセスしてください。

　入会登録料3,000円で半年間、「ハートマッチにいがた」に入会できます。出会いをお探しの方、
入会に迷っている方は半年会員制度の活用をぜひご検討ください！
　また、町では、初回登録料の一部を補助していますので、そちらもご活用ください。

小中学校のホームページをリニューアルしました

ハートマッチにいがた　半年会員制度スタートしました

https://www.town.tagami.niigata.jp/education/tagami-es/田上小学校

羽生田小学校

田上中学校

https://www.town.tagami.niigata.jp/education/hanyuda-es/

https://www.town.tagami.niigata.jp/education/tagami-jhs/

新潟県運営の

婚活マッチングシステム

〈町HP〉

INFORMATION

有
料
広
告

ご相談は 47-0880

介護と仕事との両立はうめこの郷へ

働くご家族に便利な介護利用ができます

通い

泊り 訪問

田上町羽生田48

支援案内
スカイガーデンHP▼

「https://www.skygarden-niigata.co.jp/」

有
料
広
告
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で5年目を迎えました。
大広間には皆様からご協力

いただきました「段飾り」を
主として展示しています。
寒い時節ですが、皆様のお

いでをお待ちしています。
◆期 間
   2月7日(土)～3月8日(日)
◆入館料

通常入館料のみ
（無料入館券利用可）

1月は休館中です。
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すので、皆様のおいでをお待ち

しています。

穏やかな一年となりますよう

心より祈念申し上げます

椿寿荘職員一同

問い合わせ：町教育委員会 学校教育係　☎57-6114

問い合わせ：役場総務課 政策推進室　☎57-6222

　田上町立小中学校のホームページをリニューアルしました。学校の情報を発信していきます。
各QRコード又はURLを直接入力してアクセスしてください。

　入会登録料3,000円で半年間、「ハートマッチにいがた」に入会できます。出会いをお探しの方、
入会に迷っている方は半年会員制度の活用をぜひご検討ください！
　また、町では、初回登録料の一部を補助していますので、そちらもご活用ください。

小中学校のホームページをリニューアルしました

ハートマッチにいがた　半年会員制度スタートしました

https://www.town.tagami.niigata.jp/education/tagami-es/田上小学校

羽生田小学校

田上中学校

https://www.town.tagami.niigata.jp/education/hanyuda-es/

https://www.town.tagami.niigata.jp/education/tagami-jhs/

新潟県運営の

婚活マッチングシステム

〈町HP〉

INFORMATION

有
料
広
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ご相談は 47-0880

介護と仕事との両立はうめこの郷へ

働くご家族に便利な介護利用ができます

通い

泊り 訪問

田上町羽生田48

支援案内
スカイガーデンHP▼

「https://www.skygarden-niigata.co.jp/」
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料
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ふ れ あ い 広 場ふれあい広場は町民のみなさんからの投稿をお待ちしています。

Infomation NetworkTagami Town

11/26～12/25届出分、敬称略

※掲載を希望しない方は、
　役場町民課（総合受付）まで
　お申し出下さい。

　壊れて動かなくなったおもちゃを修理します。技術料

は無料です。修理の際、部品代が発生する場合は事前に

ご相談いたします。

◇日　時　１月 25 日（日）　午後１時～３時

◇会　場　コミュニティセンター

◆問い合わせ：おもちゃ病院にいがた

　　　　　　　川口　弘昭

　　　　　　　☎57-3389、090-5219-2816

今月のおもちゃ病院の診療案内

　外国にルーツを持つ方、そのご家族、ご関係者の皆さ

まの様々な困りごとを多言語で相談できる窓口です。公的

機関・専門機関を連携しているので、必要な窓口につなぐ

ことで問題解決をサポートします。

　プライバシーは厳守されます。お気軽にご相談ください。

◇相談内容　在留資格、仕事、教育、医療、福祉など　

　　　　　生活全般の相談や情報提供

※公文書の翻訳や個人的・営利目的の通訳翻訳、通訳派

　遣は行っていません。

◇日　時　平日（月～金曜日）午前 10 時～午後 5 時

◇相談料　無料

◇相談方法　来所、電話、E メール、オンライン

※オンライン相談はあらかじめ電話か E メールで予約

　してください。

◆問い合わせ：外国人相談センター

　　　　　　　新潟市中央区万代島5-1　万代島ビル 2 階

　　　　    　　☎025-241-1881

　　　　　　　メール nia10@niigata-ia.or.jp

外国人相談センターのご案内

空き家問題【電話無料相談会】
　町内、近隣市町村にある管理に困っている空き家はご

ざいませんか？お気軽に御相談ください。

◇日　時　平日（月～金曜日）午前９時～午後５時

　　　　　※ご相談は電話にて承ります。

◆問い合わせ：一般社団法人みどり福祉会

　　　　　　　羽生田乙 635 番地 15

　　　　　　　（たがみ行政手続事務所内）

　　　　　　　担当　泉、曽根　☎64-7199

休日労働相談会開催のご案内
　新潟県労働相談所では「休日労働相談会」を開催しま

す。労働に関する様々な悩み事について社会保険労務士

及び労働相談所職員が相談をお受けします。

　秘密は固く守られます。お気軽にご利用ください。

◇日　時　①3 月 1 日（日）、②3 月 8 日（日）

　　　　　両日とも午後 1 時～ 4 時 30 分

◇会　場　①新潟県庁 1 階　新潟県労働相談所

　　　　　　（新潟市中央区新光町４－１）

　　　　　②県長岡地域振興局庁舎

　　　　　　（長岡市沖田 2 丁目 173 番地 2）

◇相談料　無料

※新潟県労働相談所では、平日（月～金曜日）午前 9 時～

　午後 5 時まで職員による労働相談（面談・電話・オン

　ライン）も行っていますのでご利用ください。

◆問い合わせ：新潟県労働相談所　

　　　　　　　☎025-281-6110（労働相談専用ダイヤル）
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おもちゃ病院
にいがたHP

　この事業は、沖縄に近い南の島「ヨロン島」の珊瑚
礁の海と美しい自然の中で、全国から参加する仲間（日
本人・外国人）との民宿での共同生活や様々な野外活
動（海水浴、イカダ＆イカダこぎ、さとうきび刈り＆絞り、
洞窟探検など）を行います。
　活動を通して言葉や習慣の違いを乗り越え、友達作
りの楽しさを知り友情を深め、お互いに協力し助け合い、
積極的にチャレンジする心や国際感覚を養う体験型プ
ログラムです。
◇期　間　3 月 27 日（金）～ 4 月 2 日（木）の 6 泊 7 日
◇場　所　鹿児島県大島郡与論町
◇定　員　日本人小学生 130 名、外国人小学生 50 名
　　　　　（令和 8 年 2 月末現在、小学 2 ～６年生）
◇申込締切　3 月 5 日（木）※申込順で受付
※参加費、申込方法等は下記までお問い合わせください。
◆問い合わせ：公益財団法人　国際青少年研修協会
　　　　　　　☎03-6825-3130、メール info@kskk.or.jp

第50回記念　
ちびっこ探検学校ヨロン島　参加者募集

　新潟県司法書士会では毎年 2 月の 1 ヶ月間を「相続

登記はお済みですか月間」と定め、相続登記について

県内各司法書士事務所にて無料相談を実施しています。

　令和 6 年 4 月 1 日から相続登記が義務化されました。

正当な理由がないのに相続登記をしないと、10 万円以

下の過料が科される可能性があります。この機会にお

近くの司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

◇日　時　2 月 1 日（日）～ 28 日（土）

　　　　　各事務所執務時間内

◇場　所　県内各司法書士事務所

◇相談料　無料

※執務時間など詳細は各司法書士事務所へお問い合わ

　せください。

◆問い合わせ：新潟県司法書士会

　　　　　　　新潟市中央区笹口 1 丁目 11 番地 15

　　　　　　　☎025-244-5121、FAX025-244-5122

司法書士による相続登記の
無料相談月間のお知らせ

ダウンロードは
こちらから

スマホ・タブレットでご覧いただけます

１，「マチイロ」をダウンロード
２，性別や生年月日を入力し、
　　お住まいの地域を「田上町」に設定
３，毎月第２金曜日「きずな」が自動配信
　　されます

　行政情報アプリ「マチイロ」を導入しています。このアプリ
をダウンロードすることで、皆さんのスマホやタブレットに最
新の「きずな」が届きます。ぜひご利用ください。（利用料は
無料ですが、通信料は利用者の負担となります。）

利
用
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法
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お く や み

赤ちゃん誕生

湯　川 　　髙橋　軍次　　　（83）

中　店 　　江川　　榮　　　（92）

羽生田 　　田澤　滿夫　　　（84）

湯　川 　　小柳　正志　　　（73）

本田上 　　江川　清志　　　（77）

清水沢 　　横山　　弘　　　（86）

川船河 　　遠藤　　悦　　　（89）

原ケ崎 　　山川　敏夫　　　（94）

中　店 　　大湊　セイ　　　（85）

原ケ崎 　　中村　　実　　　（73）

湯　川 　　大谷　美佐子　　（68）

原ケ崎 　　目黒　實惠　　　（85）

山　田 　　渡邊　チハル　　（94）

中　店 　　藤間　久美　　　（76）

上　野 　　明田川　トヨ　　（100）

川船河 　　熊倉　　花（隆光・千晴）
はな

問い合わせ：県福祉保健部医務薬事課地域医療班 025-280-5183
　　　　  加茂地域消防署・救急係 ☎52-1770

救急医療電話相談

小児救急医療電話相談

県内の
プッシュ回線・
携帯電話からは

ダイヤル回線・ＩＰ電話・ＰＨＳからは025-284-7119

ダイヤル回線・ＩＰ電話・ＰＨＳからは025-288-2525

9♯ 7 1 1

県内の
プッシュ回線・
携帯電話からは

0♯ 8 0 0

夜間の救急医療電話相談について

（15歳以上）

（15歳未満）

対象者

相談内容

相談時間
料金

大人（おおむね15歳以上）で新潟県内に居住または滞在
している人
発熱、頭痛、腹痛、吐き気など急な病気やけが等に関
する相談
毎日 午後６時～翌朝午前８時まで
無料（ただし、電話料金は利用者負担）

対象者

相談内容
相談時間
料金

15歳未満のお子さんで新潟県内に居住または滞在して
いる人
急な発熱、けが等に関する相談
毎日 午後６時～翌朝午前８時まで
無料（ただし、電話料金は利用者負担）
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ふ れ あ い 広 場ふれあい広場は町民のみなさんからの投稿をお待ちしています。

Infomation NetworkTagami Town

11/26～12/25届出分、敬称略

※掲載を希望しない方は、
　役場町民課（総合受付）まで
　お申し出下さい。

　壊れて動かなくなったおもちゃを修理します。技術料

は無料です。修理の際、部品代が発生する場合は事前に

ご相談いたします。

◇日　時　１月 25 日（日）　午後１時～３時

◇会　場　コミュニティセンター

◆問い合わせ：おもちゃ病院にいがた

　　　　　　　川口　弘昭

　　　　　　　☎57-3389、090-5219-2816

今月のおもちゃ病院の診療案内

　外国にルーツを持つ方、そのご家族、ご関係者の皆さ

まの様々な困りごとを多言語で相談できる窓口です。公的

機関・専門機関を連携しているので、必要な窓口につなぐ

ことで問題解決をサポートします。

　プライバシーは厳守されます。お気軽にご相談ください。

◇相談内容　在留資格、仕事、教育、医療、福祉など　

　　　　　生活全般の相談や情報提供

※公文書の翻訳や個人的・営利目的の通訳翻訳、通訳派

　遣は行っていません。

◇日　時　平日（月～金曜日）午前 10 時～午後 5 時

◇相談料　無料

◇相談方法　来所、電話、E メール、オンライン

※オンライン相談はあらかじめ電話か E メールで予約

　してください。

◆問い合わせ：外国人相談センター

　　　　　　　新潟市中央区万代島5-1　万代島ビル 2 階

　　　　    　　☎025-241-1881

　　　　　　　メール nia10@niigata-ia.or.jp

外国人相談センターのご案内

空き家問題【電話無料相談会】
　町内、近隣市町村にある管理に困っている空き家はご

ざいませんか？お気軽に御相談ください。

◇日　時　平日（月～金曜日）午前９時～午後５時

　　　　　※ご相談は電話にて承ります。

◆問い合わせ：一般社団法人みどり福祉会

　　　　　　　羽生田乙 635 番地 15

　　　　　　　（たがみ行政手続事務所内）

　　　　　　　担当　泉、曽根　☎64-7199

休日労働相談会開催のご案内
　新潟県労働相談所では「休日労働相談会」を開催しま

す。労働に関する様々な悩み事について社会保険労務士

及び労働相談所職員が相談をお受けします。

　秘密は固く守られます。お気軽にご利用ください。

◇日　時　①3 月 1 日（日）、②3 月 8 日（日）

　　　　　両日とも午後 1 時～ 4 時 30 分

◇会　場　①新潟県庁 1 階　新潟県労働相談所

　　　　　　（新潟市中央区新光町４－１）

　　　　　②県長岡地域振興局庁舎

　　　　　　（長岡市沖田 2 丁目 173 番地 2）

◇相談料　無料

※新潟県労働相談所では、平日（月～金曜日）午前 9 時～

　午後 5 時まで職員による労働相談（面談・電話・オン

　ライン）も行っていますのでご利用ください。

◆問い合わせ：新潟県労働相談所　

　　　　　　　☎025-281-6110（労働相談専用ダイヤル）
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おもちゃ病院
にいがたHP

　この事業は、沖縄に近い南の島「ヨロン島」の珊瑚
礁の海と美しい自然の中で、全国から参加する仲間（日
本人・外国人）との民宿での共同生活や様々な野外活
動（海水浴、イカダ＆イカダこぎ、さとうきび刈り＆絞り、
洞窟探検など）を行います。
　活動を通して言葉や習慣の違いを乗り越え、友達作
りの楽しさを知り友情を深め、お互いに協力し助け合い、
積極的にチャレンジする心や国際感覚を養う体験型プ
ログラムです。
◇期　間　3 月 27 日（金）～ 4 月 2 日（木）の 6 泊 7 日
◇場　所　鹿児島県大島郡与論町
◇定　員　日本人小学生 130 名、外国人小学生 50 名
　　　　　（令和 8 年 2 月末現在、小学 2 ～６年生）
◇申込締切　3 月 5 日（木）※申込順で受付
※参加費、申込方法等は下記までお問い合わせください。
◆問い合わせ：公益財団法人　国際青少年研修協会
　　　　　　　☎03-6825-3130、メール info@kskk.or.jp

第50回記念　
ちびっこ探検学校ヨロン島　参加者募集

　新潟県司法書士会では毎年 2 月の 1 ヶ月間を「相続

登記はお済みですか月間」と定め、相続登記について

県内各司法書士事務所にて無料相談を実施しています。

　令和 6 年 4 月 1 日から相続登記が義務化されました。

正当な理由がないのに相続登記をしないと、10 万円以

下の過料が科される可能性があります。この機会にお

近くの司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

◇日　時　2 月 1 日（日）～ 28 日（土）

　　　　　各事務所執務時間内

◇場　所　県内各司法書士事務所

◇相談料　無料

※執務時間など詳細は各司法書士事務所へお問い合わ

　せください。

◆問い合わせ：新潟県司法書士会

　　　　　　　新潟市中央区笹口 1 丁目 11 番地 15

　　　　　　　☎025-244-5121、FAX025-244-5122

司法書士による相続登記の
無料相談月間のお知らせ

ダウンロードは
こちらから

スマホ・タブレットでご覧いただけます

１，「マチイロ」をダウンロード
２，性別や生年月日を入力し、
　　お住まいの地域を「田上町」に設定
３，毎月第２金曜日「きずな」が自動配信
　　されます

　行政情報アプリ「マチイロ」を導入しています。このアプリ
をダウンロードすることで、皆さんのスマホやタブレットに最
新の「きずな」が届きます。ぜひご利用ください。（利用料は
無料ですが、通信料は利用者の負担となります。）
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お く や み

赤ちゃん誕生

湯　川 　　髙橋　軍次　　　（83）

中　店 　　江川　　榮　　　（92）

羽生田 　　田澤　滿夫　　　（84）

湯　川 　　小柳　正志　　　（73）

本田上 　　江川　清志　　　（77）

清水沢 　　横山　　弘　　　（86）

川船河 　　遠藤　　悦　　　（89）

原ケ崎 　　山川　敏夫　　　（94）

中　店 　　大湊　セイ　　　（85）

原ケ崎 　　中村　　実　　　（73）

湯　川 　　大谷　美佐子　　（68）

原ケ崎 　　目黒　實惠　　　（85）

山　田 　　渡邊　チハル　　（94）

中　店 　　藤間　久美　　　（76）

上　野 　　明田川　トヨ　　（100）

川船河 　　熊倉　　花（隆光・千晴）
はな

問い合わせ：県福祉保健部医務薬事課地域医療班 025-280-5183
　　　　  加茂地域消防署・救急係 ☎52-1770

救急医療電話相談

小児救急医療電話相談

県内の
プッシュ回線・
携帯電話からは

ダイヤル回線・ＩＰ電話・ＰＨＳからは025-284-7119

ダイヤル回線・ＩＰ電話・ＰＨＳからは025-288-2525

9♯ 7 1 1

県内の
プッシュ回線・
携帯電話からは

0♯ 8 0 0

夜間の救急医療電話相談について

（15歳以上）

（15歳未満）

対象者

相談内容

相談時間
料金

大人（おおむね15歳以上）で新潟県内に居住または滞在
している人
発熱、頭痛、腹痛、吐き気など急な病気やけが等に関
する相談
毎日 午後６時～翌朝午前８時まで
無料（ただし、電話料金は利用者負担）

対象者

相談内容
相談時間
料金

15歳未満のお子さんで新潟県内に居住または滞在して
いる人
急な発熱、けが等に関する相談
毎日 午後６時～翌朝午前８時まで
無料（ただし、電話料金は利用者負担）
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◆町・県民税（第４期）

◆国民健康保険税（第７期）
　※納税は便利な口座振替がおすすめです！

役場保健福祉課 ☎57-6112講師：新潟薬科大学　応用生命科学部　松本教授

健康づくりのための
ワンポイント
コラム

　健康な体は運動と食事から！今月は食

事について紹介します。

　教えてくれるのは新潟薬科大学応用生

命科学部の教授の松本 均先生です。

【寒い時にも、ビタミンB群】

松本教授

問

　最近、暑い夏の年が続きますが、冬は、十分寒いですね。
　以前このコーナーで、暑い夏や夏バテの時には、ビタミンB１を取りましょうという記
事で紹介しましたが、実は、寒い冬もこのビタミンB群（B1, B2, B6）の摂取がおすすめ
なんです。
　ヒトは、寒さを感じると、体内で熱を生産するために、糖や脂肪を燃やそうとします。
この糖や脂肪を燃やすときに必要な栄養素が、ビタミンB群なんです。特に豚肉は、ビタ
ミンB１が豊富なので、冬にもぜひ、食べていただきたい食品です。
　また、寒いと家にこもって、運動不足になりがちです。運動不足は、筋肉量の低下につ
ながり、筋肉が減少すると熱産生量が減ってしまうので、益々、寒く感じてしまいます。
　そのため筋肉を減らさないように、たんぱく質の摂取も重要です。お肉、お魚、卵、豆
腐や納豆などの豆類などは、たんぱく質もビタミンB群も豊富な食品なので積極的にと
りましょう。

ビタミンB群をとって寒い冬

も元気に過ごしましょう

　あけましておめでとうございます！今年も町の素敵な話題をたくさんお届けできるよう、精一杯努めて
まいります。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

〒959-1503　田上町大字原ヶ崎新田3070番地
田上町役場総務課   57-6222　メールアドレス　t2223@town.tagami.lg.jp

■たがみの彩時記　投稿記事あて先／皆さんからのご投稿記事
お待ちしています。

た
が
み
の
彩
時
記

町 の 人 口（12月31日現在）

世帯数

（前月比）

人　口

（前月比）

人

世帯

スマホから広報紙をご覧いただけます！

★受付時間：午前9時～11時30分、午後1時～4時30分
★急患のみご利用ください。
★受診の際は、必ず電話で連絡をしてから来院ください。

今 月 の 納 税
休日当番医のお知らせ
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【マチイロで検索】

Android

iOS

日　に　ち 当番医院名 電話番号

２
月

１
月

みながわ整形外科

徳友医院

須田医院

星野内科医院

小池内科消化器科クリニック

吉田内科医院

わたなべ医院

にのみや内科クリニック

１１日（日）

１２日（月・祝）

１８日（日）

２５日（日）

１日（日）

８日（日）

１１日（水・祝）

１５日（日）

５３－３８７７

５３－０１６７

４１－５０２５

４１―４１４１

５３－３３５５

５７－７５１１

５３－３８５０

５７－０７７０

【編集後記】

澄

県央医師会応急診療所
診療科目：内科、小児科、外科、整形外科

（０２５６）
３２―０９０９

上記以外の土曜日午後・
休日・夜間（21：30まで）

20261
N

o.674

　1月3日（土）に新潟テレビ21（UX）で放送された第 6回

「新潟ふるさとCM大賞」で、田上町の制作したCMがアイ

デア賞を受賞いたしました。

　CMは新潟テレビ21（UX）内で年間20本放送されます。

また、町 Youtube チャンネルなどで順次、紹介予定です。お

見掛けの際は、ぜひ温かい気持ちでご覧いただけますと幸

いです。

第6回「新潟ふるさとCM」大賞　アイデア賞をいただきました
2026
令和8年 1

No.674
あなたと行政とをむすぶ“情報誌”

ま　ち

あなたと行政とをむすぶ“情報誌”
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第 30回みどりを愛す女性のつどいが開催されました。
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